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令和２年第８回平取町議会定例会 （開 会 午前９時３０分）

議長 皆さんおはようございます。ただいまより本日の会議を開きます。ただいまの
出席議員は１２名で会議は成立します。
日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１
２２条の規定により５番木村議員と６番櫻井議員を指名します。
日程第２、会期の決定を議題とします。このことについては９月８日に議会運
営委員会を開催し協議をしておりますので、その結果を議会運営委員会委員長
より報告願います。６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

本日招集されました令和２年第８回平取町議会定例会の議会運営につきまして
は９月８日に開催いたしました議会運営委員会において協議をし、会期につき
ましては本日１５日、そして明日１６日の２日間とすることで意見の一致を見
ておりますので議長よりお諮り願いたいと思います。

議長 お諮りします。
ただいま議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、会期は本日から
明日９月１６日までの２日間とすることにご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。従って会期は本日から明日９月１６日までの２日間と決
定しました。
日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より令和２年７月分の出納検査結
果報告があり、その写しをお手元に配付しましたのでご了承願います。次に郵
送による陳情及び閉会中の諸事業について配付資料のとおりご報告いたしま
す。以上で諸般の報告を終了します。
日程第４、町長の所信表明を行います。町長。

町長 この度の平取町長選挙におきまして皆様の御支援を賜り当選の栄に浴すること
ができました。心から御礼申し上げるとともに、改めて町長という重要な責務、
職の重さを強く感じているところです。私は町民の皆様の期待に応えるよう議
会との連携を大切にし、これまで培った経験を活かし町民の声に耳を傾け平取
町のまちづくりに全力を尽くす所存です。９月定例議会に先立ち、今後、私が
進めていくべき町政運営の基本的考え方と重点的に取り組む政策、施策等につ
いてその方向性を明らかにし、議会をはじめ町民の理解と協力を仰ぎたいと思
っております。今後、私が進めていくべきまちづくりのテーマとして「豊かに
暮らせるまち平取」をめざすこととしております。この町で暮らす人々がそれ
ぞれにその価値観、世代、場所、職業などで豊かさを感じられる持続可能な地
域づくりこそが私たちがめざすまちづくりの到達点と考えております。しかし
人口減少や少子高齢化、グローバル化などを起因とするあらたな価値観や社会、
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地域情勢の変化とともに多様化する住民ニーズに対応するためのハードルも多
く難しい課題に直面することが予想されます。平取町が今まで進めてきた政策、
施策をもとに地域情勢の変化などに沿って、また議会をはじめ町民の皆さんと
の議論を基本として各分野での事業を第６次総合計画後期実施計画検討の中で
より弾力的に組み立ててまいりたいと思っております。また、これら事務事業、
実施の基礎となる平取町の財政見通しは決して楽観できるものではありませ
ん。これらの対応として既存の事業などもより客観的に検証し、その中で見直
しや新たな手法を検討し、求められる施策の実現と財政の健全化をバランスよ
く進めなければならないと考えております。私は行政の継続性を重視し各分野
での施策、事務事業、基本的な行政サービスを遅滞なく推進、執行することを
基本に、次の項目について重点的に取り組んで参ります。地域産業・経済の活
性化をめざします。農業・林業・商工業・観光関連業など地域産業がさらに活
性化するよう環境整備を図るとともに、新規事業者等の受け入れ支援等のしく
みづくりを強化します。基幹産業である農業とりわけ、すでに一定のブランド
を確立しているびらとりトマトやびらとり和牛のさらなる安定生産に向け支援
体制等の強化を図ります。トマトは先人が苦労して築き上げた全国屈指の産地
として毎年１２，０００トンを生産できる体制が確立されています。そこにび
らとりトマトのブランドの強さがあり、これをどう維持してゆくかが大きな課
題となっています。今までの後継者、新たな担い手の確保に関する制度的な支
援を継続するとともに、新規就農者や後継者がさらに就農しやすい環境や制度
の整備などを検討いたします。びらとり和牛についても畜産公社の供給体制の
強化と経営の健全化を両立させる取り組みを進めるとともに、今後の消費者の
食の志向や国外などへの供給についても情報収集しそれに対応する取り組みを
進めて参ります。平取町の一次産品の「びらとりトマト」「びらとり和牛」の二
大ブランドを活用し、食を通じて観光や商業の活性化にもつながる、町に人が
訪れる仕掛けづくりも検討して参ります。林業については町有林の循環経営、
林道整備等により地域林業の経営基盤の安定と民有林の森林整備の推進、合わ
せてバイオマス資源としての活用も視野に地材地消による循環型の地域内経済
システムの構築をめざします。観光振興については産業、生業として成り立ち、
アイヌ文化の振興にもつながるコミュニティベースでの平取型ツリーズムを提
供できるＤＭＯの構築など、平取町ならではの観光の在り方を探って参ります。
また、観光協会の法人化についても早急に方向性を示します。商工業の振興に
ついて、小売店をはじめ後継者がいないなどの理由で閉店する商店が相つぎ街
なかのかつての活気が失われております。人口減少、社会や時代の変化や消費
者の価値観の変化などから以前のような商店経営が難しい環境にありますが、
平取町でも生業として成り立つ、消費者のニーズに呼応できる職種や商法など
も検証し、外部からの人材の確保なども検討し起業環境の整備拡充を進めて参
ります。また、各会計予算における一定規模の投資的公共事業予算の確保は地
域ＧＤＰへの寄与といった視点でも重要なことから一般のインフラ整備事業は
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無論のこと、国土強靭化や環境保全分野での公共事業の創出も視野におき規模
の確保に努めて参ります。そのために必要な財源の確保は国や道などの関係機
関等の支援制度を最大限活用できるよう東奔西走し情報収集や獲得に努力しま
す。あわせて人口減少の抑制や雇用の確保という見地から、当町が提供できる
地理的条件や自然的条件にマッチした企業誘致を進めます。そのための支援制
度の整備を進めます。健康で楽しく暮らせるまちを目指します。町民が健康で
元気で楽しく暮らせるよう医療・介護サービスなどが最適に提供されるしくみ
の充実と健診体制の強化や介護予防の取組みを進めます。人生を生き抜き自己
を実現するための基本は健康であるということです。豊かに暮らす第一の条件
として、町民一人一人が健康で元気でいられるよう各分野での支援体制の充実
を図って参ります。町民の健康づくりを進めるためには医療・福祉・介護・保
健のそれぞれの分野、病院、地域包括支援センター、社会福祉協議会や平取福
祉会、企業や事業所などが相互に連携し、健康づくりや介護予防にしっかり取
り組んでいける体制のさらなる強化充実が求められております。各事業者での
役割を認識、共有し、中長期的視点での高齢者福祉に対応した介護サービス事
業などのあるべき形を確立して参ります。国保病院の体制等については、地域
の医療機関としての役割の明確化、経営の効率化などについて令和３年度から
スタートする病院改革プランの中で十分に検討し、地域医療を担う病院として
再構築を図って参ります。健康の源は食にあります。子どもから高齢者までし
っかりバランスの良い食事をとって心身共に健康でいるための食育事業の強化
を図って参ります。住みやすく安心して暮らせるまちをめざします。住環境、
道路、交通、水道や生活排水などのインフラ施設の機能を向上させ、災害に強
い公共施設等の強靭化と防災体制の充実をめざします。また、少子化対策につ
ながる子育て支援をすすめます。町内での暮らしや雇用の確保には住環境の整
備が必須の条件ともなりますので、老朽化した公営住宅の建て替えを積極的に
進め民間の賃貸住宅の増設を進めるための支援制度の強化を図るとともに、空
き家活用によるリノベーション住宅の整備なども検討し住宅数の確保を図りま
す。合わせて町内の良好な景観の形成や倒壊による事故防止という観点からも
廃屋の撤去を促進する制度の強化を検討します。また、このコロナ禍を経験し
たことによる価値観の変化は多くの人や企業が小規模自治体への移住を検討す
る機会をもたらしました。平取町もオンライン、テレワークなどを活用した新
たなライフスタイルやワークスタイルを実践できる町として、ハードソフトの
両面で移住、定住を促す環境の整備を進めて参ります。平取町の出生率の向上
を図るため子育て世代のへの医療費、保育料、祝い金などの支援等についての
現行制度の検証を図り、少子化対策としてより有効な支援制度の拡充などを検
討して参ります。また、住民の特に高齢者や障がい者のための移動手段の確保
についても現在の路線バス、デマンドバス、福祉バスなどの体系の検証を進め、
さらに効率的で経済的な使い勝手のいい域内交通システムの構築を目指しま
す。町内には老朽化や耐震化などが不十分で改築をしなければならない公共施
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設が多くあることから役場庁舎や消防庁舎、その他改築を迫られている施設等
について利便性や経済性なども考慮し様々な方の意見も聞きながら改築の整備
方針とスケジュールを明らかにします。地域内にあるエネルギーの活用をめざ
します。木質バイオマスや生ごみなど地域にあるエネルギー資源を活用し、地
域内で資源と経済が循環する仕組みづくりをめざします。平成２７年に平取町
は国から、主に地域内に多く賦存する木質バイオマスの利活用を主としたバイ
オマス産業都市構想の認定を受けており、国等の補助制度支援も手厚く受けら
れる状況があります。これらの支援制度を活用し本構想の内容に沿って木質の
みならず、生ごみなど可能性のあるバイオマスの活用に向けさらに検討を進め、
域内経済の循環とエネルギー自給率の向上を図って参ります。アイヌ文化の振
興と継承をすすめます。平取町が取り組んできたアイヌ施策を、国や他の自治
体、関係機関などとの連携によりさらに総合的な拡充をはかります。昨年５月
にアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するためのアイヌ施策推進法が
施行され、さらに本年、白老町に民族共生象徴空間ウポポイが開業し国立のア
イヌ民族博物館も開館しました。こうした国レベルでの一連の動きはアイヌ文
化への理解と振興継承にとって大きな一歩となりました。私たちは今回のコロ
ナ禍を経験し自然の前の人間の非力さを痛感し、自然との共生や自然への謙虚
な姿勢が欠如していたことを学びました。そういった視点で、アイヌ文化の根
幹となる自然への畏敬、アニミズムといった精神的な指向はこれからの時代に
求められる価値観に合致するものであり振興継承の意義はより深まったと考え
ます。平取町としては文化継承、発信のための人材育成と素材の確保を柱とし
た平取町が以前から取り組んできた施策を国の制度なども活用しながら関係自
治体とも連携し、さらに事業内容等を拡充強化し進めて参ります。教育環境の
向上をめざします。児童生徒が健やかに成長できるための支援と教育環境の整
備をめざします。あわせて平取高校の存続のため、高校の魅力化への支援も行
います。子ども達が健やかに成長できるための支援と学校教育に必要なＩＣＴ
化などの教育環境の整備をめざします。また、少子化に伴う小規模学校のあり
方などについて地域との協議の場を設け、教育環境の適正な規模等についての
議論を深めます。平取高校の存続について町としても無料塾の開設をはじめ
様々な支援策を講じてきてはおりますが生徒数の確保は厳しい現状がありま
す。さらに町外からも生徒を誘致できるような高校の魅力化について検討して
参ります。将来にむけて安定した財政運営をめざします。町の将来を見据えた
安定的な財政運営は町政を運営する基本となるものです。事業のありかたなど
をさらに議論し健全な財政運営をめざします。また、地域医療を担う国保病院
のさらなる経営の健全化に取り組みます。平取町の財政の状況は地方交付税等
に依存する一般財源の割合が大きいため、人件費、公債費等の義務的経費の増
加により投資的経費への充当一般財源が不足するため基金からの繰り入れが恒
常化しています。特別会計を含む令和２年度末の起債残高は１００億円を超え
ており、中期的見地からもしばらくは厳しい財政運営を余儀なくされる状況に
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あります。今後、経常経費のさらなる節減と投資的経費等の適切なスクラップ
アンドビルドによる事業等の慎重な選択などにより財政の健全化と持続可能な
財政構造の構築をめざして参ります。また、国保病院のより健全な経営環境の
構築のための取り組みを強化して参ります。情報共有と住民参加のまちづくり
をめざします。町政運営に関する十分な情報共有と住民参加を基本に、住民ニ
ーズを反映した政策決定のしくみをさらに強化します。平取町自治基本条例の
主旨にのっとり、町民への十分な情報共有と積極的な住民参加により町政を運
営して参ります。情報共有や住民参加の手法もインターネットやＳＮＳなどを
活用した新たな手法も検討して参ります。また、中高生や若い世代の方々がよ
りまちづくりに参画できる機会を増やす仕組みなども検討して参ります。合わ
せて多様化、変化する住民ニーズに対応できる役場機能の構築と職員の育成に
努めて参ります。以上、これからの町政運営についての重点施策等の考え方に
ついて大変雑駁ではありますが私の考え方を述べさせていただきました。人口
減少や高齢化は、町の将来を悲観的に捉えがちですが、一人一人の顔が見え、
その思いを的確に着実に実現することができる。小さな町であるからこその大
きな可能性を平取町は持っていると信じております。これから進めなければな
らない平取町としての政策、施策については、その効果や有効性のピークをど
の時点とするのか、その評価は誰が判断すべきかなどの課題があり、政策等の
選択、施行は極めて難しいものがありますが、議会、町民の皆様と思いを共有
し様々な課題に向き合いながら、その解決手法を見出し胸を張ってこの平取町
を次の世代に引き継ぐため今すべき努力を惜しまない所存です。町民のまちづ
くりへの思いを覚醒させ行動を触発するようなリーダーとなれるよう、もてる
力を傾注し全力で取り組んでまいりたいと考えておりますので、さらなる支援
とお力添えを心よりお願い申し上げ所信表明とさせていただきます。 

議長 以上で町長の所信表明を終了いたします。
日程第５、行政報告を行います。１番、農作物の生育状況についてお願いいた
します。産業課長。

産業課長 農作物の生育状況についてご報告いたします。本日は配付いたしました別紙１
をご覧願います。こちらの資料でありますが、今月７日に平取町農業協議会が
主催で実施しました生育状況調査で使用したもので９月１日現在の状況になり
ます。本年の気象概況でありますが、水稲を作付する時期５月下旬は低温、日
照不足に見舞われましたが、６月以降は天候が回復し気温は概ね平年並み、日
照時間は平年よりも短く、また降水量についても集中豪雨や長雨もなく前半は
穏やかな気候が続き作柄は概ね順調に生育してきております。８月、９月に入
りますと気温が平年よりも高く降水量も平年並み、日照時間は平年よりも長く
このまま順調に登熟が進みますと平年より成熟期が早まり、農作物全体が平年
並みの収穫を迎えることができそうであります。主要作物の生育状況でありま
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すが水稲は平年対比でプラス３日となっており、今後の天候によっては更に収
穫が早まると先週の時点では予想しておりましたが、ここ２、３日天候不順が
続いているため今週末から来週にかけて収穫作業が始まると思われます。牧草
につきましては後半、高温多照により順調に生育し２番牧草の収穫作業は平年
対比で７日早く進んでおります。サイレージ用とうもろこしにつきましては生
育は平年並み、好天により登熟は平年対比で３日早めに進んでおります。続い
てトマトの出荷状況でありますが８月２６日現在で数量８９１１トン、金額は
３０億１９００万円、単価は３３９円と価格が安定し前年を上回る状況であり
ます。続いて水稲の作付け状況でありますが品種別作付面積で見ますと、なな
つぼしが全体の５９．８パーセント、２８３．２ヘクタールとなっており、前
年より１４．８ヘクタール伸びております。次にゆめぴりかは全体の３６．９％、
１７４．６ヘクタールとなっており前年より１５．５ヘクタール減少しており
ます。作付面積が増えている品種としましては加工米が前年より８ヘクタール
増加しております。その他の品種につきましては前年とほぼ同等に推移してお
ります。平取町全体としての作付面積は前年より１．７ヘクタール減少し４７
３．８ヘクタールとなっておりますが、これまでの減少幅より小さい結果であ
ります。また８月下旬に普及センターにより行われました不稔調査におきまし
ては不稔歩合が平取町で５．３パーセント、品種別でいきますとななつぼしが
４．８パーセント、ゆめぴりかが５．９パーセントとなっており、日高西部地
区管内平均を下回る歩合であります。続いて北海道の水稲作柄についてであり
ますが北海道農政部によりますと９月１日現在、北海道全体及び日高管内はい
ずれも平年並みから平年より早く推移している状況であります。以上で平取町
農作物の生育状況について報告を終わります。

議長 次に教育行政に関する報告について、教育長。

教育長 それでは教育行政報告をいたします。新型コロナウイルスの感染症対策により、
４月２０日から５月末まで臨時休校が続いた町内小中学校の状況につきまして
は６月定例会で行政報告いたしましたが、それ以降の状況について報告いたし
ます。例年６月に実施されておりました中学校の体育大会、小学校の運動会は
全て中止となっております。それに代わるものとして学校によっては授業等の
中で記録会などを実施、また保護者が参観できる場面をつくったりもしており
ます。今年度は全国学力学習状況調査が中止となっております。昨年度末から
臨時休業が続いており子ども達の学習の定着を心配するところでございます。
６月末から７月の初めにかけて標準学力調査、ＣＲＴといいますけれども、こ
れを全小中学校で小学校１年生を除いて全学年で実施をし、その結果につきま
しても８月中旬に出ておりますので各学校に戻し、子ども達の状況把握に活用
し２学期からの学習指導に生かしていくよう各学校に指示をしたところでござ
います。夏休みにつきましては各学校、短縮をしながら授業時数の確保に努め
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ております。平取小学校及び平取中学校では８月４日、平取中学校３年生につ
いては７日を終業式としており、それ以外の小中学校につきましては７月３１
日に終業式を行っております。２学期の始業式は全小中学校とも８月１８日に
行い、現在２学期がスタートしてから順調に進んでいるところでございます。
夏休み中は大きな事件・事故はありませんでしたが、地域でのお祭りやイベン
トなども中止となっておりますので子ども達にとっては少し寂しい夏休みでは
なかったかと考えるところでございます。総務文教常任委員会の皆さんには８
月末に学校訪問をしていただき子ども達の元気な姿を見てもらうことができ、
また学校の現状について学校長からの話を聞いていただくとともに質疑等も行
っておりますので、今後の学校運営や整備に生かしていきたいと考えていると
ころでございます。今月は中学校の学校祭・文化祭が実施され、１０月には各
小学校の学習発表会が実施されますが密にならないよう工夫をしながらの実施
となりますのでご理解を願います。また延期となっておりました修学旅行につ
きましても小学校については１１月１６・１７日に小樽方面に、平取中学校は
１０月２１日から２３日まで岩手・宮城方面に、振内中学校につきましては同
じ日程の１０月２１日から２３日までニセコ・函館方面にとそれぞれ計画して
いるところであり、何とか実施できるようにと祈るところでございます。８月
末に日高管内でコロナの感染者が出たということで平取町では非接触型の体温
測定器を各学校に配置し、児童生徒の登校時に検温を現在、実施しております。
熱がある場合の対処についても各学校に周知をしており、教職員間で共通理解
をしながら対応するよう指示をしているところでございます。以上、町内小中
学校の現況についてであります。次にいじめの問題に関する児童生徒の実態把
握調査結果についてでございます。資料１をご覧願います。文字が小さく見づ
らいと思いますけれどもご容赦いただきたいと思います。学校いじめ防止基本
方針の家庭や地域に向けた公表はすべての学校において行っております。また
いじめについての家庭や地域からの情報収集についても全校において実施して
おり、教職員の共通理解を図る職員会議や校内研修会についても既に実施して
いるところでございます。また、いじめの実態を把握するための子ども達への
アンケートや面談については全ての学校で実施しているとともに、道徳の時間
やホームルームでいじめ問題を取り上げております。いずれにしましてもいじ
めを未然に防止するための児童生徒への啓発について学校・家庭・地域が一体
となって行うことと、小さな芽のうちに周りが気付くための情報収集や子ども
達の様子を細かく観察していくことが重要と考えております。児童生徒へのい
じめ問題に関するアンケートの結果でありますけれども、４月から７月までの
間に嫌な思いをしたことがあるかという答えに児童は、紫雲古津小学校で１０
名、平取小学校で２０名、貫気別小学校で４名、振内小学校で１名、平取中学
校で３名、振内中学校で１名となっており、内容については冷やかし、からか
い、仲間外れ、ぶつ、たたく、けるなどとなっております。この調査時点でも
いやな思いをしていますかとの質問には、平取小学校で７名、貫気別小学校で
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３名、振内小学校で１名の児童がはいと答えておりますが、各学校において児
童に聞き取り調査等を実施し解決しているところでございます。小さなトラブ
ルから大きな問題になることも多々ありますので、学校には注意深く児童を見
守っていくよう要請をしているところでございます。また、いじめられたとき
に誰に相談しますかという質問に、相談しないと答えている児童生徒が４０名
おり、これが相談できる人がいないということであれば非常に心配されるとこ
ろであります。いじめはどんなことがあっても許されないことだと思いますか
との質問に、いいえと答えた児童生徒が７名、わからないが４２名となってお
り、このように考えている子ども達がいることを教育委員会としても重く受け
とめて、学校長に対し児童生徒用への指導を徹底するよう今後も求めて参りま
す。平取町では平成２７年１２月に策定した平取町いじめ防止基本方針により、
町教育委員会、学校、家庭、地域また関係機関連携のもとに共通認識として、
いじめの未然防止や全ての児童生徒がいじめ問題に関しての理解を深め互いに
尊敬、尊重し合う意識や態度を育てることを目指しており、またどの学校でも、
どの児童生徒にも起こりうることから児童生徒の心身に重大な影響を及ぼすと
いう認識のもとに迅速かつ組織的に対応するよう努めておりますのでご理解を
お願いいたします。次に公営塾、びらとり義経塾カウンセリング状況について
であります。資料２をご覧願います。公営塾、びらとり義経塾につきましては
通年開設３年目を迎えておりますが生徒及び保護者には大変好評であり、一人
一人の学力、進路希望に合ったカリキュラムを組み立て個別指導によりきめ細
やかな学習指導が行われているところでございます。アンケート調査等では子
ども達も学力がついてきていることを実感しているという答えが多く出されて
おります。現在の状況としましては１１８名がカウンセリングを受けている状
況でございます。内訳としましては中学１年生が２７名、中学２年生が３０名、
中学３年生では２５名となっており、平取高校生は１年生が１２名、２年生が
１５名、３年生が９名、全部で３６名となっております。中学生は８２名であ
ります。平取町全体で中学生が１２６名、高校生が６８名ですので、中学生で
６５．１パーセント、高校生で５２．９パーセントの生徒が通っていることに
なります。義経塾につきましても中学校、高校のコロナウイルスによる臨時休
業期間については休講しておりましたが、臨時登校日には開放し、また振内地
区においても臨時的に支所２階を使いながら開校しておりました。学校再開時
からは通常通りの開校をしております。中高校生の学力定着や向上について基
本は学校が１番重要であることは言うまでもありませんが、子ども達の夢の実
現へのサポートをしていくという意識での公営塾の設置でありますが、生徒の
評判は好評で個別指導が学びやすいとの声が多く聞こえているところでござい
ます。以上６月定例会以降の教育行政報告とさせていただきます。

議長 以上で行政報告を終了します。
日程第６、一般質問を行います。各議員からの質問事項はお手元に配布したと
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おりであります。６番櫻井議員を指名します。６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

６番櫻井です。通告どおり一般質問させていただきます。これまで平取養護学
校におきまして小学部から高学部までの長い時間を平取町で過ごした子どもた
ちに、何とかこの町に残ってもらう手立てはないものかと養護学校後援会や商
工会関係者の中ではよく話題となってございました。養護学校では残念ながら
来年度以降、高等部のクラスが１減となると新聞に掲載されておりましたが、
将来の学校の存続をも含め一刻も早く方策を打たねば、遅きに失するのではな
いかと危機感を抱いてございます。また障害のある子どもを持つ親御さんにと
って子どもの自立は大きな夢であり、そして大きな悩みでもございます。高等
部の卒業後の進路が極めて狭い環境にある子どもたちにあって、農業や、その
他に就業の可能性が高まれば、平取養護学校に、そして高等部に、入学・進学
する子どもたちも増えるのではないかと私は考えております。養護学校そのも
のの存在は人口の確保の一端を支え、ひいては経済面からも地域の活性化にお
きましても、平取町にとっては大きな意味を持つということは言うまでもあり
ません。よって現在、平取町と養護学校との間で行われております農福連携、
農業実習を更に一歩進め、子どもたちが１人でも多く就業できるシステムを町
の施策として構築すべきと考えております。そのために何をすべきか、一刻も
早くプロジェクトを庁内に立ち上げ協議していただきたく一般質問をさせてい
ただいております。今回の広報びらとりの表紙は実にタイムリーでありました
が、保健福祉課にあっては農福連携の考え方から、平取養護学校の生徒の農業
実習実現のためにいち早く通いのためのバスの確保や農家さんとの橋渡しなど
に尽力していただきましたことをまずもって評価をいたしたいとそのように思
っております。さて私の知る限り昨年より障害者の就農にも深い理解を示し現
在、実際に授業の一環として協力をしていただいている農家さんは２件と記憶
しておりますが、その後、そういった協力の農家さんは増えているかというこ
とをまず伺いたいと思います。また子どもたちの働きぶり仕事ぶりを見ての、
農家さんの就農の可能性についての正直なところ実際その評価はどういったも
のか、その辺を伺いたいと思います。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

それでは櫻井議員のご質問にお答えしたいと思います。受け入れ件数は２件で
増えてはおりません。学校側では農業実習を通じて働く目的、社会人になる意
識、自分の役割を理解し協力し合うといった意識が芽生え、少しずつではあり
ますが生徒の成長を感じ取っている評価と聞いております。一方、協力してい
ただいております生産者の方に聞きますと、生徒一人一人の特性、障害の特徴
を十分に把握しないと作業を任すことができないといった課題と１年を通じて
どの作業をどこまで任せてよいか、養護学校の先生と模索していく必要がある
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と聞いております。今年度はそういった課題解消に向けて１年を通じた農業実
習を計画しておりましたが、コロナ禍の影響があり５月まで休校であったため
に、計画どおりには進められていない状況にあります。障害を持つ子どもたち
はご存じのとおり個々の個性が強く、現在まで足かけ２年ほどの実習期間では
ありますが、まだ手探りの状態で農業実習を行っておりますので課題等は山積
しており、時間が足りないのが現状で、町・学校・農家さんと打ち合わせなど
行い、もう少し実習時間を増やすなどの工夫も必要かと感じております。

議長 ６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

私自身、後援会の会長として、その他にも送迎バスのボランティアとして、恐
らくは皆さんより少し多く子どもたちと接する或いは色々なシチュエーション
の中で多く見るという機会を持っていると思いますが、確かに子どもたち一人
一人は個性が強く就農にはというとすぐには対応が難しいということがあるか
もしれませんが、教育課程においては皆さんにはなかなか理解しがたいという
こともありましょうが、長く小さい頃からの子ども達を見ていると、その成長
ぶりには本当に驚かされるということがございまして、決して子ども達が就農
に不向きということはないと思っております。課長がおっしゃるように、確か
に時間がまだ足りていないということも十分に理解をしておりますが、折角始
まった農福連携の火を消さぬよう学校・農家さんとの間でしっかりと協議をし、
課題の解消に力を注いでいただきたいそのように思っております。さてこれま
で農業実習を見てきてこの事が近い将来、就業に繋がるとこれまでの様子を見
て思ってございますか。また先ほどから言うところの課題の一つでもある協力
農家が増えていないというのはどういった理由があるのか、原因があるのかと
いうことを伺いたいと思いますがいかがでしょうか。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

お答えいたしたいと思います。近い将来ですけども繋がると考えます。課題な
んですけども山積しておりますが、就業に繋げていきたいと思っております。
また協力生産者が増えない原因ですけれども、農協に相談したり、生産者の周
知などは行っていない中での取り組みでありまして、開始から１年と短期間の
ため課題が山積していることから、一つ一つ課題を解決していくことで認知さ
れて協力生産者の増加に繋がるものと考えます。

議長 ６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

こういった就農に関しては、まず農家さんの協力者を増やす、見つけ出すとい
うことが１丁目１番地の課題でございますので、そのことがここ１年数カ月の
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間に、実質的な取り組みをほとんどやってこなかったということ、そういった
事実に少々残念な気持ちはありますが、私自身、なかなか解決できない問題も
多いなということは承知しておりますので、早急に課題解決に着手していただ
きたいそのように思っております。次に教育長に伺いたいと思いますが、平取
養護学校が道立の学校ということで、教育長に伺うというのは適当ではないと
いうのであれば控えますが、これまで実際に産業課長とともに農福連携の実習
の現場に立ち会っていただいたり、また星置養護学校の視察に同行していただ
いたりと、またある時には後援会の顧問として総会などで情報の提供あるいは
助言といったことをこれまでずっといただき続けているという意味からも伺い
たいのでありますが、議長よろしいでしょうか。

議長 よろしいです。

６番
櫻井議員

ありがとうございます。先ほど保健福祉課長からも実習時間を増やす工夫も必
要ではないのかとそういった意見もございましたが、私もそうすることで課題
の幾つかを解消できるのではないかと考えてございます。高等部におきまして
現在、農業実習でカリキュラムが週１回程度、組み込まれておりますが、今後
就業に向けてということでここに重きを置いた事業の新しい展開ということは
実際には可能なのか、お伺いをいたしたいと思います。

議長 教育長。

教育長 櫻井議員の質問にお答えをいたします。以前に議員の全員協議会で報告したと
おり苫小牧市に特別支援学校が令和３年の４月から開校されるに伴いまして、
北海道教育委員会では平取養護学校と苫小牧市の特別支援学校の両学校の存続
について十分に配慮をし、平取養護学校に影響が大きく出ないようなかたちで
苫小牧市における特別支援学校開校を計画しているところでございます。その
中で平取町からの要請にも応えるかたちで、平取養護学校寄宿舎及び校舎の改
修予算を計上し年度別に改修を実施してきているところでございます。例えば
寄宿舎の改修につきましては食堂においてエアコンを新たに設置、これは令和
元年度にすでに完成しております。また宿室、子ども達が生活する場所でござ
いますけども、洋室化をして２人部屋に改修をしていくというような工事も年
度毎に改修していっているというような状況でございます。また洗濯物を乾燥
させる乾燥室、乾燥機用のファンの更新ですとか、それにつきましても元年に
行っております。またホールにおいてテレビを新設したりということで、寄宿
舎等の改修も順次進んできているような状況でございます。また高等部に職業
コースを設置し一般就労を目指す生徒のニーズに応えるとともに、必要な能力
を身につけることで地域での労働力不足への解消、生徒の保護者にも高等部卒
業後の子どもたちの行き場の心配に対して応えることができるようにするとい
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うことでございました。既に今年の４月からコース制は取り入れられていると
いうことで、高等部の１学年で働く力の基礎づくり、集団での活動、約束やル
ールについて学ぶというようなかたちになっております。実際には２学年３学
年でコースに分かれて学ぶというようなことでございます。働く力を高め社会
人として必要な知識・技能を身につけるワークコース、働く力を身につけ美術
などの創作活動と作業学習をバランスよく学ぶライフコース、生活のリズムを
整え体を動かす力を高めるライフベーシックコースというふうに分かれて学ん
でいるところでございます。現在、平取養護学校高等部１学年には１６名、２
学年には１０名、３学年には１２名の生徒が在学しておりますけれども、２学
年の１０名のうち１名がワークコース、９名がライフコース、ライフベーシッ
クはおりません。３学年では５名がワークコース、７名がライフコースで学ん
でいるという様な状況でございます。カリキュラムとして２・３学年では農業、
ものづくり、総合家庭、清掃などの班に分かれて作業学習を週４回実施してい
るという様な状況でございまして、その中で実際に農家さんに出向いての実習
も行っているということで、農家実習その他就労に向けての実習については現
在、その様な形できちんとカリキュラムの中で行われているという様な状況に
なっております。以上です。

議長 ６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

ただいま教育長の方から縷々説明がありまして、コース制が始まったこととい
うのは自分も分かっておりまして、今年から正式に新しい展開をということで
このコース制が始まっておりますが、ただ新しいコース制の農業という分野の
中で、時間数については従来どおりといいますか、週に１時間程度ということ
で伺っておりますが、今回の質問が就農について進めていきたいということで
ありますので、農家さんの就農という部分に特化したといいますか、どうして
も時間数を増やしていかなければならないというもちろん農家さんの都合もあ
って、毎日毎日来られても困るんだよというそういった状況もあろうかと思う
んですが、その辺のところは町と農家さんとの間でよくお話をいただいて時間
数を増やすといったそういったことは可能なのかどうか、可能であれば進めて
いきたいと自分は思っておるんですが、その辺は可能なのかどうかということ
を伺いたいんですが。

議長 教育長。

教育長 あくまでも受入れ農家さんが増えていくというのが大前提になってくるかと思
うんですよね。それで私も現場に行かして貰って、農家さんの話、坂下さんの
ところで聞かせてもらいましたけれども、坂下さん自体は全然子ども達来て作
業する部分については、非常に労力的にも農家の作業をやってもらうという点
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においても、簡単な作業等については非常に助かるし十分労力として補って貰
える部分があるということで、お子さん受け入れしている農家さん自体は非常
に先行きは明るいんじゃないかというふうな考えではありますけれども、なか
なかこれが他の農家さんに広がっていかないという部分が今１番問題かなとい
うふうに思っておりますので、教育委員会も産業課・保健福祉課と連携しなが
ら少しでも農家さんのほうに受け入れ実習をしていただけるようなかたちで、
なかなか既存の考えだとか農家さんの考え等もあるので、少しでもその辺を変
えていくようなかたちでというふうに思っておりますので、今２件の農家で受
け入れしているんですけども、そこで時間数を増やすというのは農家さんの負
担を考えると大変な部分があるんじゃないかというふうに思っておりますけれ
ども、やっぱり受入れ農家を１件でも多く増やしていくというのが１番重要か
なというふうに考えるところでございます。

議長 ６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

教育長の今のお話ですと協力農家をまず増やすのが先決だということでござい
ますので、水谷課長もそのことを受けて、しっかり実施をしていていただきた
いと思っておりますのでよろしくお願いいたします。授業日数を増やすという
ことは農家さんとの接点の時間が多くなるということでありまして、就業意欲、
或いは有用性といったようなことも育まれると私自身思っておりますので、日
常の校長先生とのやり取りの中でもこういった話が出たということを教育長か
らお伝えいただければと思っております。よろしくお願いいたします。さて冒
頭でも言いましたが就業就農の確立が高まれば、入学、進学の可能性が高くな
ると私自身思っておりますが、その点につきまして教育長の見解を伺いたいと
思います。

議長 教育長。

教育長 お答えいたします。先ほど言ったコース別に分かれて２年・３年生については
実習等も行ってきているということで、養護学校自体も設備の整備等を行って
おります。先ほど寄宿舎の方の話をさせていただきましたけれども、コース別
に分かれているということで既にビニールハウスですとか、プレス機、これは
園芸班、紙工作で使うようなプレス機ということですけれども、そのようなも
のも整備しているということでございます。また園芸のプレハブ、ビニールハ
ウス以外に、農業関係のビニールハウスの整備をしながら学校内においても農
作業の体験ができるようなかたちで進めてきている、その中で週２回、実際に
農家さんのほうに行って実習をするというようなかたちをとっているというよ
うなかたちでございます。ものづくりの方でも木工機いろいろ作業機あるんで
すけれども、それも整備をしてきているということでございます。そのような
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かたちで環境が整えてられてきているということで卒業後、農業やものづくり
ということで就業ができる環境が整えば平取養護学校の高等部を希望する生
徒、保護者については増えていくものと考えられますし、今年度、保護者説明
会、来年度進学希望の保護者に対しての説明会でございますけれども、多くの
保護者が興味を持って来年度、平取養護学校の高等部に進めたいという様な考
えを持っているということでございました。これは校長から聞いた話でござい
ますけれども、そういうようなことから当初、先ほど議員言われたとおり、来
年度、高等部で１学級減という様な計画でございましたけれども、逆に高等部
希望する生徒が増加するとのことから道教委では逆に１学級増にするというよ
うな決定をしているところでございます。このように農福連携による試みと卒
業後の就業場所の確保ということができてくれば、平取養護学校への児童生徒
の入学、進学の数というのは間違いなく増えてくるものと考えるところでござ
います。町教育委員会としても現在行っているバス通学の支援ですとかと共に、
今後も保健福祉課、産業課、関係機関と連携しながら、できる限りの応援をし
ていきたいというふうに考えているところでございます。

議長 ６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

今、新しい情報というか保護者説明会のお話が出て、新聞の情報とは全く違っ
て１減するどころか増になるということ、その情報を初めて伺いました。正直
本当にうれしく思っております。また教育長の言われた農福連携による試みと
就業場所の確保により平取養護学校への子ども達を入学・進学というのは間違
いなく増えるという言葉で、私自身大きな確信を得ましたので本題に入ります。
先日、養護学校の校長とお話をする機会がございまして、子どもたちの自立を
望む親御さんにとって農業への就業ということについては実際にはどうなのか
ということを伺ったところ、親御さんの気持ちがどうこうというよりも子ども
達が何を望んでいるかといったことが１番で、そのことを親御さんも最も優先
すると言っておられました。つまり農業への就業の可能性が十分に高いのであ
るということを伺っております。また就業に関しましては同時に生活の場、つ
まり住む場所を確保するということが肝要でありまして、今先進地であります
今金町のようにまずどこかに小さな家を借りまして、そこに数人が居住をし、
働く場所へと向かうとそういった一定の期間、様子を見まして、目途がついた
時点でグループホームなども考えるということであります。また最初から大き
めのグループホームを建設し、事業を始めるということも考えられます。ただ
当町においては制度上の違いというものはありますが、最近も現実に失敗例を
見ておりますし、管理を任す人の確保を含めて慎重に対処していかなければな
らない、考えていかなければならないと思っております。校長先生からは一般
就労においては今金町のような方式がうまくいくのではないかというようなア
ドバイスもいただいております。またそれと同時に卒業後のサポートも養護学
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校でしっかりやっていくということも約束をいただいております。ただそこに
至るには課題も大変多く、先ほどもありましたが理解ある農家、協力していた
だける農家を増やすという工夫も先ほど言いましたが、そのことをまず本当に
しっかりとやっていかなければならないのでよろしくお願いをいたしたいと思
います。また障害者雇用制度そういったことはもちろんでありますが、雇用義
務数より多くの障害者を雇用する企業には調整金や雇用するために必要な施設
整備費そういったものに助成があると、そういったことの当然説明する場を設
けていかなければなりません。そうした理解者を求める活動制度の説明、協議
を町としてすべきと思いますがいかがでしょうか。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

理解者を増やす活動ですけれども、課題を一つずつ解決することで生産者に認
知される中で行うことで説得力があるのではないかと考えます。制度説明協議
につきましては必要とされる場面において、ハローワークなどの関係機関に協
力を求めながら実施して行きたいと考えております。

議長 ６番櫻井議員。マイク入れてください。

６番
櫻井議員

今課長おっしゃったのは特に特定求職者雇用開発助成金というものだと思うん
ですが、これはハローワークを通じて雇用側に一定の条件が整えば１２０万と
いったそういった助成金が出るといったことも聞いておりますので、そういっ
た情報の公開だとか提供してやはり協議をしなければこういったことはなかな
か相手に伝わらないものですから、実施をしていただきたいそのように思って
おります。それから生活の基盤となる障害者年金は、重複疾患でも恐らくは月
額約８万から１０万ということでございましょうが、これに加えて就業による
給与で十分に子ども達というか、就業になった障害者の方々は十分に生活がで
きるということを伺ってございます。ただ２０歳からの年金受給ということに
なりますので、その２年間をどうしようかということで親御さんも含め大変、
大きな問題であると伺っておりますが、それらについてはどう対応できるのか
伺いたいと思います。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

そのことについての検討はまだしておりませんが、現在ある平取福祉会の就労
支援事業所の利用をお願いするですとか、新たに就労支援事業所を立ち上げる
といった方法があると考えております。しかし町としてはこれまで支援をして
きている平取福祉会の就労支援事業所を利用することが得策であると考えてお
りますし、その管理のもと生活の場と働きの場を確保することで、障害者の出
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身自治体、国、道からの給付金が入り親御さんの支出も抑えられるのではない
かと思っております。

議長 ６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

親御さんの負担が減るというのは理解いたしますが、ちょっと確認なんですが
卒業後すぐに就労支援事業所に入所した場合の金銭的な保証といいますか、そ
ういったものはどういうかたちになるのでしょうか。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

お答えいたします。就労の対価といたしましては月額の約１万５千円となりま
すがその分、生活にかかる経費などは抑えられると思っております。

議長 ６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

わかりましたが、町としては現在ある就労支援事業所を利用することによる子
ども達の自立というのが得策であるというそういった考えは一定程度、理解い
たしましたが、先ほど教育長の方からもあったように養護学校側も一般就労と
いうそういった選択肢も残して欲しいというか、そういったことも考えて欲し
いといったお話もございますので、それについての協議検討ということをお願
いいたしたいと思います。これまで就農ということに重きを置いて質問させて
いただきましたが、できればトマト選果場や或いは冬季間の農家さんの農閑期、
そういった時にでも就業できるようなそういったことを考えなければなりませ
んが、公共施設等での就労ということについてはどのように考えておられます
か。

議長 総務課長。

総務課長 お答えいたします。ノーマライゼーションの理念のもと共生社会の実現を目指
し、障害者施策を推進していくことは大変重要なことと考えております。本町
地区において就労支援事業所やグループホームなどを立ち上げそこから公共施
設等へ通い、清掃作業などに従事することは可能かと思いますので、今後、検
討を進めていきたいと考えております。

議長 ６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

そういったかたちで子ども達のために行政として何ができるのかということ、
それから公共施設だけでなく例えば高齢者事業団と一緒に仕事ができるのでは
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ないかとか、そういったいろんなことを考えながら進めていただければなとそ
のように思ってございます。これまでの色々なやり取りでおわかりのように、
この他にも毎日の就業場所への送迎はどうするかだとか、或いはあんまり今回
の質問の中で私自身が研究できなかった一般就労の場合の生活の場をどうする
のかだとか、そういった課題が本当に山積をしておりますが、もしこの平取町
が障害者とともに共生社会を築くべきと考えているのならば、また農業分野に
おける新たな働き手の確保に繋がるとそのように考えているのであれば、また
人口減少対策の一つとそういったことを考えているのであれば、養護学校の存
続そのものが商工業のためにも地域の活性化のためにも繋がると考えているの
ならば、平取養護学校高等部の卒業生を平取町に残す手立てを町の制度として
構築すべきと、繰り返しになりますが言っておきたいそのように思っておりま
す。そのためのプロジェクトチームを早急に立ち上げ、協議を重ね、計画をお
示しいただきたいと思いますがいかがでしょうか。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

お答えいたしたいと思います。養護学校の卒業生が平取町で働くことができる
よう支援することに加えて、就労できるようなシステムの構築が必要と考えま
して町としても努力を重ねていきたいと考えております。

議長 町長。

町長 一連の櫻井議員のご質問に答えるということをさせていただきます。私として
も障害のある方が地域で社会的な自立を目指していくということは、その重要
性というのはもう強く感じているところでございまして、特に本町には平取養
護学校というのがございまして、ここの卒業生を地域として可能な限り自立を
目指せる地域づくりをするということが当町の一つの役割ではないかというふ
うに考えてございます。いろいろ今ご質問や答弁の中にございましたけれども、
やはりそのためにも我々行政機関を含めて民間の事業所さんにもそういった行
政の理解ですとか、質問にあった色んな制度、障害者雇用のための制度をこう
いうものがあってこういうものが活用できるという様な啓発も必要なところか
なというふうに考えているところでございます。今、今金のお話がございまし
て、今金、グループホームも一生懸命やられていますけども、役場として養護
学校の生徒を２年間、臨時職員として雇用しまして、その子ども達が次の就労
に本当に適用できるかどうかというようなことの検証とかそういうものもやっ
ているというようなことも聞いておりまして、今その障害者の雇用率といいま
すか、各事業所で求められているものが当町の役場でもなかなか達成できない
というところもございまして、いろんな障害のかたちもあるものですから、難
しいところもあるんですけども、まずはそういった法定の率を達成していくと
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いうようなことを目指したいと思いますし、そういった今金の例もあるという
ような事も聞いておりますので、是非そういった検討の余地があるかなという
ふうに考えてございます。農福連携というところでは当然、当町一次産業、農
業の町でございますので障害者のそういったところで働くというところは、非
常に障害者にとっても農家にとってもメリットが出るような仕組みをいろんな
課題はあっても構築すべきかなというふうに考えてございます。指定就労継続
支援事業所ということで既に振内で、平取福祉会がやっている事業所がござい
まして、その辺ももう既に病院の清掃ですとか、かつら園、それからエコラン
ドの管理ですとか、そういったところで派遣してやっているということもござ
いまして、その辺を平取福祉会とも協力しながら充実をさせていくというよう
なことも重要なところかなというふうに思っておりますので、そういう方々が
一緒に共同生活をするグループホームの整備も、もうかなり老朽化が進んでい
るというようなこともございますので、また本町地区にもそういった場が必要
だというようなことも聞いておりますので大きなご負担にならないような、で
きれば空き家等も活用したようなそんなこともできるかなというふうに思って
いますので、是非そういうことも含めて庁舎内まずは担当課で、教育委員会等
も連携しながら議論を深めまして、必要あれば関係課連携して横断的な議論を
まず庁舎内で行いたいと思っております。最終的にこういったいろんな障害者
の関係については自立支援協議会というのがございまして、またそこからいろ
んな意見を聞くという様なことにもなっておりますので、早急にそういった体
制を作りながら、そういったいろんな方、議会も始めいろんな方のご意見を参
照しながらこの課題に取り組んで参りたいというふうに考えてございます。以
上です。

議長 ６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

今、町長のお話を聞いて本当に大きな希望となりましたので、先ほど町長申し
ましたように早急に進めていただきたいとそのように思っております。平取町、
教育委員会、平取農協、商工会、農家の方々、商工会員、町民の多くが町ぐる
みで応援できるこの制度、その早期の実現を期待いたしまして一般質問を終了
させていただきます。ありがとうございました。

議長 櫻井議員の質問を終了いたします。休憩いたします。議場の時計で１０時５５
分再開といたします。

   （休 憩  午前１０時４２分）
   （再 開  午前１０時５５分）

それでは再開いたします。次に５番木村議員を指名します。５番木村議員。
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５番
木村議員

５番木村です。まずは自治振興会と各自治会の活動について質問させていただ
きたいと思います。自治振興会の事務局が教育委員会からまちづくり課の方に
移りました。その中で教育委員会の時は各部会があって活発に活動していたと
思うのですが、今の状況はどのようになっているのか、ちょっとお聞きします。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

お答えを申し上げます。今、お話にあったように平成２９年度より自治振興会
の事務局が教育委員会生涯学習課社会教育係からまちづくり課の広報広聴係に
移行しています。活動状況ですが、昨年度の実績、総会での実績報告ベースで
申し上げますと、組織内の会議としては三役会議と役員会を総会前に各１回そ
れぞれ開催をしております。それで総会を５月に開催をしています。事業とい
たしましては防犯ブザーを新入児童に贈呈する児童の安全確保事業ですとか、
町内の花壇事業、町外の花壇見学会、各地区スポーツ大会、女性部の視察研修、
女性の集いへの共催、町づくり住民大会の開催、マラソン大会や小学生陸上大
会等のスポーツ大会の運営協力などを行っているといった活動内容となってお
ります。各自治会役員の体制については、会長以下、副会長、事務局、会計、
生活安全環境部会、青少年育成スポーツ部会、女性部会の枠組みに沿って構成
をして自治振興会に報告をして下さいということで自治会にお願いをしている
ところなのですが、近年はこの部会ごとの役員が選出報告されない自治会もあ
るといった状況になっております。部会構成に合わせて一応振興会の実施事業
の役割分担がされているんですけども今、事前に申し上げた各種事業の前に今
現在はこういった部会を開催して実施するといったかたちをちょっと取れてい
ないといった状況となっています。

議長 ５番木村議員。

５番
木村議員

各部会の活動が行われていないという話ですけども、私もかれこれ、５年ぐら
い前まで自治会の方の役員やっておりまして１０年ほどやらせていただきまし
た。その中で各部会については、やることについては大変良いことだというふ
うに思っていたんですけども、やっても何か議論だけさせておいてなかなか結
果に結びつけていくことができないという中で、この状況ではまずいんじゃな
いのかということは再三言ってきたんですよね。議論だけさせても皆やっぱり
昼間仕事忙しい中、夜出てきて会議に出てきていただいて、その中で議論だけ
させるという状況が続いていましたので、それではなかなか皆いやになって出
て来なくなるのではないかなというふうにして思っております。それで先ほど
町長の方からお話もあったように、やはり少子高齢化がうちの町にも大変重く
のしかかっているという状況があると思います。なかなか町の役場の職員だけ
では対応できないようなことも出てきているんではないかなというふうにして
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思っていまして、それをどう打開していくのかということを考えた中で、各自
治会のやっぱりきちんとした活動が重要ではないかと。僕がやらしてもらった
中でも独居老人の見回りだとか、その他７５歳以上の高齢者を集めて食事会だ
とか、そういうことをやれていたのは自治会活動が盛んで婦人会なんかもきっ
ちりしていると、そういうことがあったからこそできたというようにして思っ
ています。青年部については冬場、二風谷に限っては独居老人の除雪なんかも
していました。というか、今でもしているのか。しております。そういうこと
の一つ一つが地域を守って行くのではないかなと思っていますので、そういう
ことに対して町がきちんとサポートして、今は地区担当者制ということで各自
治会に２人、役場の職員がついてもらっていると思うんですけども、自治会の
話を聞いているだけではなくてきちんとこっちからこういうかたちでやったら
どうですかとか、やっぱりそういう意見も言って自治会活動を活発化させてい
くようにしていくのがいいのではないのかなと思うんですけども、その辺につ
いてはどのように考えているのかお願いいたします。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

今、ご指摘があったとおり今、冒頭申し上げたとおりなかなか部会も開催でき
ないですとか、なかなかその自治会の活動が弱まっている部分もあるんですが、
一方で子どもの見守りですとか、高齢者の見守り、それと災害の大規模化に伴
う避難行動の支援ですとか、そういったものについてやはり地域、自治体単位
での援助というのが大変重要だというふうに見直されつつあると思います。そ
ういったことで今、実例を上げていただきながら全くそのとおりで、こういっ
たことが地域でやっていただければ行政としても本当にありがたいですし、協
力してやれることが増えてくるのかなというふうに思います。そこを活性化さ
せるために、今のお話だと地区担当制度の方をもっと活用したほうがいいので
はないかということで、特に自治会の話を聞くばかりではなくて、相互の意見
交換するような制度にしたほうがいいんじゃないかという趣旨かと思いました
が、その辺もそのとおりだと思います。ただ現状としては、地区担当制度はう
ちが所管じゃないんであれなんですけども、ちょっと形骸化しているというか、
積極的に活用ができている自治会と、そうじゃない自治会というのもあるよう
に感じておりますので、この辺については当然、停滞している自治会の活動を
活発化させるのにこの地区担当制度を使うというのは有効なことだと思います
ので、その辺について今一度、そういう意見交換ができるような体制になるよ
うに担当課と検討は進めたいというふうに思います。

議長 ５番木村議員。

５番 今、各自治会で活発化が違うというような話があったんですけども、やっぱり



- 21 - 

木村議員 それは事務局体制なんですよね、１番は。僕が見てきている中では。僕は二風
谷のことしかよくわからないですけども、二風谷については二風谷小学校も教
頭先生が事務局やってくれています。あと振内とか貫気別については各支所長
がやっているのかな。そういうふうに聞いているんですけども、やっぱり事務
局がきちんとしていると議論もしやすいというか会議もしやすいんですよね。
それで自治会員の方が事務局をやると、仕事の傍らやるということでなかなか
大変だというところがありまして、本町地区においては役場職員の退職者とか、
たくさんいますけども各ほかの地域についてはなかなかいない、そういうこと
もそのサポートの一環だと思っています。各自治会の行事についても、なかな
か予算がなくてできないと。行事をやることによって各地域の繋がりが強くな
るということもありますので、そういうことも頭に入れながら是非とも予算を
つけて各自治会の活発化、あと事務局のきちんとした各自治会での、役場職員
の担当者でも良いので担当者が肩代わりするような、そういうようなことでカ
バーしていってもらえないかなという質問ですけど、そこら辺はどうですか。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

やはり自治会の活動の停滞の原因としてやはり挙げられているものとして、マ
ンネリ化ですとか、役員、班長などの負担が大きい、役員を押しつけられる、
一部の人がやっているというような意見があります。こちらで事務局がこうい
ったことが要因でしっかりしてないと、やはり自治会の活動が停滞して弱まっ
ていくということになると思います。やり手がない中でなかなか予算を組んで
も唯々繰越金が増えるといったかたちになると思うので、まずは自治会の活動
の活性化を図るということが先決かというふうには考えます。その上で活発化
したもので行事がやりたいという意見があれば当然、自治会の活動に向けて予
算についても検討というかたちにはなっていくと思いますけども、その部分を
もう少し行政のほうでてこ入れするという部分についてなんですが、その辺に
ついてはどういったアプローチをするのかというのが、ただ単にその事務局を
役場の人がやるという制度にしてしまうというのが本当にその自治を進めると
いう自治会の制度として正しいのかどうかというところになると、ちょっとも
う少し議論が必要かなというふうに考えますので、ただその役員の部分でなか
なか苦労しているというところは理解しますので、その辺についてどういった
方法がいいか、または引き続き検討していきたいと考えます。

議長 ５番木村議員。

５番
木村議員

確かに今課長の説明にあったように全てにおいて役場が事務局をやることにつ
いていいかどうかということについては、これから議論していっていただけれ
ばと思いますけども、僕が言いたいのはやっぱりきちんと事務局がすることに
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よって活動が活発化するということが１番大事なとこなので、そういうところ
是非、前に進めるようにこれから役場の中で行政の中でいろいろいい案を出し
ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
次の質問になりますけども、先週、先々週かな、新聞にも載っていましたけど
も、日高山脈国定公園ですけども、それが今、国立公園に代わるというような
新聞報道がありました。このことは何年か前から僕はちょっといろいろ聞いて、
いろんなとこに伝えてはいたんですけども、なかなか進んでいなかったと。そ
の中でいよいよ来年２０２１年度中に指定がされるんではないかというふうに
話があるようです。平取町について先ほど言ったように色々言ったんですけど
なかなか動きが見えてなかったんですけども、平取町として今までどうやって
きたのか、あと少し規模を拡大して何か国立公園化にするという話も出ていま
したので、その範囲についてわかっていればですけどもお聞きしたいと思いま
すのでよろしくお願いします。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

お答えをしたいと思います。まず、これまでの取り組みに触れる前に若干これ
までの経過について触れたいと思います。現状、日高山脈えりも地域は昭和５
６年に国定公園の方に指定をされています。国立公園化に向けた取り組みとし
ては最初、平成３０年１１月に振興局の担当部局が日高山脈えりも国定公園の
国立化に向けた検討にかかる勉強会というのを開催いたしました。こちらにつ
いて環境省は平成１９年から３年間実施した国立国定公園の総点検事業という
事業があって、この中で日高山脈国定公園の方が国立公園の新規指定、または
国定公園の拡張の候補地に選定されたという調査結果になったということで、
これを受けて今度、道の北海道地方環境事務所というところがこれを引き継い
で平成２８年から３年間、今度国立公園指定等の検討業務ということで検討を
行ってきたというかたちになっています。このときの勉強会で、国立公園化を
要望する場合には要望書案の作成とか議会の承認、期成会の意思決定等を早急
に行って要望活動をしていく体制を整えてくださいということで話がありまし
て、想定スケジュール等も示されました。これに従って平成３０年１１月の会
議を受けて翌年の３月には最初の要望書を提出するといった流れになっており
ます。こういったことで町としても３０年１１月の会議以降、急速にこの国立
公園化に向けた取り組みが具体化してきたといったところです。これまで今言
ったような振興局主催の勉強会ですとか、北海道地方環境事務所との意見交換
会を行ったり、あと日高町村会、それと日高総合開発期成会の連名で要望書を
道に提出いたしましたりですとか、十勝管内の関連する各支庁等連名による要
望書の地方関連省庁への提出、それと国立公園化を視野に入れたシシリムカ文
化大学の開催などについてこれまで取り組んできたといった状況となっており
ます。
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議長 ５番木村議員。

５番
木村議員

まだこれからあるのかなと思ったら課長の話終わっちゃったからちょっとびっ
くりしたけど、要するにあんまり町としてはこのことについては考えてこなか
ったという解釈でいいかなと思うんですけど、この国立公園化については特に
平取町においては日高山脈国定公園中の幌尻岳を抱えて、やっぱり１番高い山
ですよね。最高峰の山を抱えていると、その中で山小屋なんかもあったりして
かなりかかわりが多くなるんではないかなというふうにして思っています。平
取町は色々な自然に関する施策の中で、今は２１世紀アイヌ文化伝承の森事業
なんかを進めて、それは森林管理局と平取町とアイヌ協会で協定を結んで進め
ていますが、その協定の中には平取町内の森林管理局の国有林すべてが指定の
対象となっているとそういう事もあります。今度、国定公園から国立公園にか
わると環境省、国が所管しましてかなり今までの状態とは変わってくるんでは
ないかと。そういう意味でこれは一つのチャンスではないかなというふうに思
っておりまして、いろんなとこで環境省のものを見て勉強をしますと、ネイチ
ャーセンターなんかはすごく立派なものが各地、阿寒にもありますし、知床の
ウトロのとこですか、なんかもありますし、ああいうものについてはかなりの
人がそこに張りついて自然環境を整えたりガイドなんかをしたりというかたち
で、その地域の自然を伝える場所となっています。そういうこともありますの
で町としては、これから環境省が入ってきてくる中で、そういうことの誘致と
かそういうことは考えていくのか、手を挙げるんであれば今までの経験上早く
環境省と話を付けて通していくのがいいんではないかというふうに思うんです
けども、そこら辺はどうお考えかお伺いします。

議長 町長。

町長 今のご質問にお答えしたいと思います。こういった報道がでまして、実はいき
なり出たなみたいなそういうイメージがありまして、もうこんなに進んでいる
のかというようなことを感じたのが正直な気持ちでございまして、平取町とし
ては平成３１年、木村議員もご存じだと思いますけども環境省が来まして国立
公園化のメリット等について学習したというような経緯もございましてその
時、本当にいろんな可能性といいますか、それも含めてお話いただいたんで平
取町としてもそのアイヌ文化の２１世紀の森のそういった事業の一環として、
例えばエリアの拡大ですとか、その文化的景観との連動ですとか、そういった
ものを考えるべきだなというふうに思っていたところにこういうニュースだっ
たものですから、ちょっと驚いたというようなところありますけども、今おっ
しゃったとおり本当に国立公園化されて、国の管理できっちり貴重なこの日高
山脈、特に当町の有する幌尻岳周辺の本当に他にない自然を将来に残すという
ことになると思いますので、そこは本当に当町にとってもありがたいことだな
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というふうに思っていますし、それをどう生かすかということで、国立公園と
なるとイメージアップにも繋がりますし来られる方も多くなるということも期
待できるかなと思っておりますので、今後どんな可能性があるか、例えばエリ
アの設定についても、それからネイチャーセンターなりそういった誘致につい
ても、環境省としての考えはどういうものかというようなことをまず情報とし
て収集するべきかなと。ただあんまり時間もないかなというところですので、
これ早急に、ちょっと町村会の絡みもありますけれども、当町としても情報収
集に努めて、できればそういった施設を誘致したり、それから今あるその幌尻
山荘の改築ですとか林道の整備とか、そういったものも今後、国の所管ででき
るようにならないかというようなことも含めてまずはちょっと情報収集させて
いただいて、それからどうこっちからアプローチしていくかということを検討
させていただければというふうに思っています。

議長 ５番木村議員。

５番
木村議員

木村です。今、町長の方からこれからいろいろ情報収集しながらというお話が
ありましたけれども、平取町においては他の地域よりも先行したかたちでのア
イヌ文化に対する取り組みを今までしていただいてきていると思っておりま
す。その中で先ほど町長の所信表明の中にもありましたけども、今、この時代
に求められているものがそこにあるのではないかというふうに思っていますの
で、是非そういうとこ、平取町の強みを前面に出しながら、この国立公園化に
向けてのこれからの発展的な考えを進めていっていただければと思います。質
問を終わらせていただきます。

議長 ご答弁よろしいですか、今のことについて。これで木村議員の質問は終了いた
します。次に１番金谷議員を指名します。１番金谷議員。

１番
金谷議員

１番金谷です。先般、通告いたしましたとおり質問をさせていただきます。イ
ンフルエンザ予防接種の実施体制についてお聞きしたいと思います。まず１番
目の新型コロナウイルスの感染が発生して７カ月余りになりますが、なかなか
終息の兆しもなくインフルエンザ流行時期において高熱患者が出た場合、医療
機関ではインフルエンザが新型コロナウイルス感染の判別が著しく混雑も予想
されます。予防接種でインフルエンザの発熱外来数を減少させ、病院の負担を
減らすことが今年はとりわけ求められております。そうした中、接種希望者は
従来より、かなり多くなると予想されております。国は季節的インフルエンザ
などの発熱外来にあたる医療機関への支援の強化をし、医療崩壊を防ぐための
支援をしていく方針を打ち出しております。今日の道新の新聞にもそういうコ
ロナ、それからインフルエンザの関連についての報道もされております。では
令和元年度の予防接種の希望者の実績についてでございますが、２０２５人の
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町民が昨年について接種されていますが、これについては接種希望者が漏れな
く接種された人数なのかを伺います。また平取町で接種できなかった方が他の
町村の医療機関で接種したことを聞いておりますが、大体何人の方が接種して
いるかわかる範囲の人数を伺います。最近の医療薬品会社の情報によりますと
インフルエンザワクチン製造メーカーは国内に３社があり、２社については販
売の検定が終わり、あと１社につきましては近日中に検定が終わる予定である
そうです。そこで総体的な数量が決まり、国から薬品会社に対しての強い要請
があることから、昨年よりは多くのワクチンの配分があるとの情報があります
ので早いうちにワクチンの確保をしていただき、希望者すべてに対応するワク
チンの確保できるのかを伺います。

議長 病院事務長。

病 院事 務
長

お答えいたします。インフルエンザの予防接種につきましては例年１１月から
スタートしておりますが、本年は厚生労働省からの指導によりまして１０月か
ら開始いたします。金谷議員のおっしゃられました平取町における予防接種者
延べ２０２５名でしたけれども、昨年におきましては予約受付した分について
はすべて接種をして対応しているところであります。先ほどおっしゃられまし
た２０２５名の内訳なんですけれども、国保病院、振内診療所合わせて延べ２
０２５名という数字になっております。生後６カ月から中学３年生までが３０
７名、高校生以上が１７１８名となっております。またワクチンの確保につい
てでありますが、昨年は量として一般分１７４０名分を確保して対応し充足し
ております。現時点では１８２０名分が９月末から１０月当初に納品される予
定となっております。昨年の実績を見ましても接種希望分は対応できると思い
ます。また人数分の量と接種人数に差異があるのは年齢によって打つ量が変更
となるため、確保人数分でお示ししている数字と述べ人数に若干差異があるの
はご了承いただきたいと思います。国におきましても最大約６３００万人分の
ワクチンを供給予定しているということですので随時、確保は今後も見込める
かと思います。１１月、１２月においても接種状況に応じて購入できるようメ
ーカーと確認をしているところであります。以上です。

議長 １番金谷議員。マイク入れてください。

１番
金谷議員

ただいま事務長の方から答弁がありましたが、昨年の先ほどもお伺いしました
が２０２５人の方が、希望した人が全員いたのか、２０２５人以上にいたのか、
それについてちょっとお伺いしたいんですが答弁お願いします。

議長 病院事務長。
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病 院事 務
長

お答えいたします。当院受付分についてはすべて対応できていると報告は受け
ております。

議長 １番金谷議員。

１番
金谷議員

先ほど質問しました町外での接種者が何人いたのか把握しているか、そして人
数がわかれば教えていただきたいんですがそれについてお願いいたします。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

金谷議員の質問にお答えいたしたいと思います。昨年町外で受けた人数ですけ
れども保健福祉課で把握しているのは延べで１２９名です。

議長 １番金谷議員。

１番
金谷議員

わかりました。そうしますとこれから質問の中で色々と聞いていくわけでござ
いますけども、事務長と保健福祉課長の答弁では去年は希望者には全て接種が
できたというふうなかたちで捉えていいんでしょうか。それについて再度、答
弁お願いします。

議長 病院事務長。

病 院事 務
長

お答えいたします。予約当初にご希望された日にちで対応できなかった場合も
あるかと思いますけれども、予約された部分についてはすべて接種が対応して
いるということで押さえております。

議長 １番金谷議員。

１番
金谷議員

今までのインフルエンザのワクチンの数量でございましたが、メーカー側のほ
うも安易に大量に注文されて、余った場合に返品ということがかなりあったと
いうのが現状なようです。そのためにも今までについてはかなり薬品メーカー
が、返品された薬品について、返品をするということはメーカーがそれを持つ
というかたちになりますので、かなりワクチンの本数の出すのを渋っていたと
いうような現状であったそうです。でも今年につきましては国もそのようなか
たちの中でインフルエンザの予防接種をできるだけ早くして高熱の外来を防ぐ
と言いますか、患者を防ぐためにもそういうふうなかたち中で指導しておりま
すので、その辺についての国の動きだとかそういうものについてももう一度、
答弁をお願いしたいと思います。
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議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

お答えいたします。季節性インフルエンザワクチンの接種時期に関しましては
国の方では原則として予防接種法に基づく定期接種者、６５歳以上の方々でイ
ンフルエンザのワクチンの接種を希望される方は１０月１日から接種を行い、
それ以外の方は１０月２６日まで接種をお待ちいただくようお願いするという
ことになっております。１０月２６日以降は特に医療従事者、６５歳未満の基
礎疾患を有する方、妊婦、乳幼児、生後６カ月以上から小学校低学年まで、小
学校２年生までの方、その方々でインフルエンザの予防接種を希望される方に
対して接種が可能になるというふうに通知が来ているところです。これ以外の
方についても１０月２６日以降は接種をお待ちいただく必要がないということ
で資料が報告されております。

議長 １番金谷議員。

１番
金谷議員

ではそういうふうなかたちですので、できるだけ接種希望者についてはワクチ
ンを確保してワクチンをしていただければというふうに思っております。では
次に２番目の予防接種期間についてですが、国の方針はできるだけ例年より早
い時期に実施して欲しいとの報道がありましたが、ワクチンの確保の時期等も
ありますが、当町についてはいつから実施するのか、また町民の周知等、接種
希望者の取りまとめの方法についてご答弁をお願いしたいと思います。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

お答えいたします。接種時期に関しましては国保病院との協議となるんですけ
れども１０月からの接種を予定いたしております。それ以外の医療機関につき
ましては予防接種を行う医療機関の診療日程に従うことになろうかと思いま
す。周知方法につきましては例年通りまちだよりに掲載予定でありまして、小
中学生については保護者向けのチラシを学校で配布予定といたしております。
取りまとめ方法につきましては国保病院につきましては病院へ依頼いたしまし
て、それ以外の医療機関については予防接種を行う医療機関の予約方法に従う
ことになると思います。以上です。

議長 １番金谷議員。

１番
金谷議員

そういうふうなかたちで週報等で周知をするということでございますが、これ
を今までの従来のかたちで予防接種をすることにするのであれば、かなり今年
については人数も増えるというふうに予測されておりますので、やり方につい
てはかなり密になりますので、その辺についても十分に検討しながら実施をし
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ていただきたいというふうに思っております。昨年は話に聞きますと予約なし
で実施をしてかなり混乱したというようなことも聞いておりますので、その辺
について十分考えていただければなというふうに思っております。また私思う
にはまず密を避けるということの中で今、保健福祉課長の方から答弁がござい
ましたが、病院の方で色んなかたち中でやるというふうな答弁もございました
けども、私の思うには密にならないためにできるだけ人数を制限しながら予防
接種をし、また勤務されている方のためにも夜間診療といいますか、仕事が終
わってから接種をできるようなかたちの取り組み、つまり５時から６時３０分
ぐらいまでに接種をするというような取り組みもできるのか、その辺について
も考えられるのかそれについて病院の事務長にお聞きしたいと思います。

議長 病院事務長。

病 院事 務
長

お答えいたします。今回のインフルエンザワクチンの接種につきましては先ほ
ど水谷課長の方からもご説明ありましたとおり、厚生労働省の方から１０月１
日に６５歳以上の方、定期接種対象者となりますが、この方がまず最初に接種
ということになります。そして１０月２６日から医療従事者、妊婦、また生後
６カ月から小学２年生、基礎疾患を有する方など、この方々以外の方も接種可
能としております。この国の指導に合わせまして病院の方でも日程調整をしな
がら対応していく考え方で今進めております。また、これまではインフルエン
ザの予防接種につきましては午後３時以降というかたちで対応してきたかと思
いますけれども、密を避けるために午前・午後と対応できるような体制で今検
討中でございます。また今、ご質問にありました夜間については職員の対応に
ついてもまた検討しなければならないと思いますけれども、一応今のところは
国の指導に従って対応していくという考え方でおります。

議長 １番金谷議員。

１番
金谷議員

今の事務長の答弁で大体わかりましたけども、あくまでも国の指導というかた
ちの中でやるのは十分わかりますけども、平取町独自といいますか、先ほど要
望しました夜間診の中でやっていただければありがたいなというふうに思って
おりますし、他町村でもそういうふうなかたちの中で密を避けるために、そう
いうふうな取り組みをしている日高管内の病院もございます。それを踏まえな
がらその辺について十分検討し、そういうかたちの中で町民にサービス向上を
していただければというふうに思っております。それについてよろしくお願い
をいたします。続きまして３番目のコロナウイルス感染対策交付金でインフル
エンザ予防接種を高校生以上の接種者に対して半分の補助を計画されています
が、今年度の特殊事情に鑑みて全額補助で実施を考えてはどうかということで、
令和２年１月１日に住民基本台帳で町民人数を４９２３人、これより減ってい
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ると思いますが、昨年のワクチンの接種者は２０２５人、プラス１７０という
ことの先ほど報告がございましたが、そういうふうなかたち中でコロナ対策の
交付金で６６７万円の事業費、接種者何人を見込んで事業費の金額を予算立て
たのかもお聞きしたいと思います。また高校生以上の町民が約４３００名程度、
６５歳以上の方が１７２５名おりますが、昨年は６５歳以上の接種者に２分の
１補助をしておりますが、今年についてはどのような補助を考えているのか、
先般の議会全員協議会で新型コロナウイルス感染対策地方創生臨時交付金で色
んな事業に配分されていますが、この交付金については弾力性があるという説
明がありましたので、今の段階の配分で２４５０万円ほどがあるというふうに
説明を受けております。是非このインフルエンザ予防接種事業に充当し、今年
度は特殊事情に鑑みて町民が安全安心で暮らせるためにも、インフルエンザ予
防接種希望者全員に補助していただけないかを伺います。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

お答えいたします。まず接種を予定している予算の根拠なんですけれども、接
種者数で３１４２名を予定しているところです。それとすべての接種希望者に
対し全額補助とする考えはないかというような質問だと思うんですけれども、
小中学生の無償化につきましては新型コロナウイルス感染症の流行が懸念され
ている中で、症状の類似している疾患の発生をできるだけ減らして学校現場で
の混乱を避ける意味合いからと、あとインフルエンザによる学級閉鎖、学校閉
鎖が最近増加傾向にあるために行うものでありまして、今のところをうちの課
では充当するような考えは持っておりません。以上です。

議長 １番金谷議員。

１番
金谷議員

先ほど質問いたしましたが６５歳以上の方１７２名が半分の助成ということで
質問したんですが、それについてはどのような取り扱い方をするのか、お願い
いたします。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

お答えいたします。６５歳以上につきましても２分の１の補助ということにな
っております。ということでよろしいでしょうか。

議長 １番金谷議員。

１番
金谷議員

では６５歳の方については半額助成で、他の人も半額助成、ちょっと去年から
見れば６５歳の人は不利じゃないかなというふうなことも考えられます。その
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ためにもやはりその全額も、今さっき報告ありましたその予算計上した３１４
０名というふうなかたちのインフルエンザの経費を計上したいというふうな答
弁もございましたので、その辺については多分、全額補助ができるんじゃない
かなというふうに私思うんですが、それに踏まえて先ほども言いましたような
予算を充当してできないのか、最後に町長にご答弁をお願いしたいと思います。

議長 町長。

町長 お答え申し上げます。交付金を充当して行う今回の措置でございますけれども、
以前、全体の充当交付金事業、議会にもお示ししましたけれどもその後、更に
今後、想定されるような事業としての追加も予定したいというようなことでご
ざいまして、今の時点での予算措置としては、この事業についてはこの位の措
置かなというような判断でございます。それで今の約７割の方の接種を予定し
た予算措置となっておりますので、例えばこれが増えた場合、これを追加予算
で補正するというようなことも考えております。確かに助成制度を手厚くする
とやっぱり打つ方も増えるというようなこともありますけれども、インフルエ
ンザについてはこういう事態もありますけれどもやはり、通常自分の健康は自
分で守るというような基本的な考えでなんとか事情もわかっていただくという
ような周知もこっちも一生懸命やらせていただいて、是非こういう補助制度も
あるからやってくださいというようなことを強く訴えていきたいと思いますの
で、制度としては現行の今考えている制度で実施したいというふうに思ってお
ります。

議長 １番金谷議員。

１番
金谷議員

今、町長の答弁がございましたが、今まで従来６５歳からの方が２分の１とい
うことで、先ほどの保健福祉課長から従来どおり同じだということになるとち
ょっと不公平さがあるので、その辺の６５歳以上の方の半額をもうちょっと見
てあげられないのか、補助できないのか、その辺については全然検討の余地が
ないのか、その辺についてもう一度答弁お願いします。

議長 町長。

町長 ６５歳以上は通常も半額の助成をということでございまして、かなりそれも定
着しつつあるのかなというようなことでございますので同じような、全額すれ
ば本当にいいとは思いますけれども先ほども答弁したような状況の中で普通と
変わらない状況で今年もお願いしたいというふうに考えてございます。

議長 １番金谷議員。
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１番
金谷議員

今、町長が答弁されましたので、それについては今までどおり６５歳からは２
分の１という従来どおりというふうなかたちになるというふうな答弁でござい
ますけれども、その辺について、もう１度その辺については検討をしていただ
いて、できるかできないかは色々その辺について検討していただきたいという
ふうに思いまして私の質問の方を終わらせていただきます。どうもありがとう
ございました。

議長 金谷議員の質問は終了します。続きまして１１番松澤議員を指名します。１１
番松澤議員。

１１番
松澤議員

１１番松澤です。先に通告しておりました平取町における介護職員不足の対策
について伺います。現在、人材不足は介護業界の大きな課題であり、施設の経
営者、責任者は頭を悩ませていると思います。大都市への人口流出が進む中、
高齢者の多い地域では介護人材の確保が急務とされています。日本国内での確
保が難しい中、外国籍労働者の活用も進んでいるという実態があります。全国
的に、高齢者を支える介護職員の不足が深刻さを増していて平取町内でも職員
不足のために認知症グループホームが閉鎖することとなりました。期待されて
いた施設でしたので町としても大きな痛手となっています。先ほども申し上げ
ましたように、介護職員が不足している現状は全国的なものとして問題視され
ています。そのため各自治体では介護職員を確保、定着させるために独自の対
策を打ち出し、事業所や職員へ支援体制を整備し獲得に取り組んでおります。
平取町の福祉政策のために必要と考え、昨年３月に介護人材確保のための平取
町独自の支援、平取町内の介護職員初任者研修の実施について一般質問し検討
するとの答弁がありましたが、その後の進捗状況について伺います。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

それでは松澤議員のご質問にお答えいたしたいと思います。今現在、４つほど
の要綱を準備中でありまして、まず平取町内に勤務しようとする方に対する各
種要綱なんですけれども、まず一つ目が就学・就業資金の貸し付けの要綱を準
備といたしております。これは介護職員等の資格取得のため大学等へ就学する
方に対する奨学金と、平取町外の卒業者などを対象とした就業資金の貸付で、
一定の年数平取町内の介護事業所等に勤務すれば返済を免除するという内容の
ものであります。二つ目が人材確保のための補助金といたしまして介護職員な
どが資格取得のため大学などを卒業した方が奨学金を借りている場合、平取町
内の介護事業所等へ一定の年数以上勤務する場合、借入金の一部を補助するも
のであります。三つ目が家賃に対する補助金でありまして新たに平取町内の介
護事業所等に勤務する場合、一定期間家賃の補助を行うものであります。四つ
目が人材を育成するための補助金といたしまして町民または介護事業所等に勤
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務する方がキャリアアップのため各種研修により資格取得をする場合、研修費
用の一部を補助するものであります。具体的な内容はまとまり次第、報告をす
る予定であります。続きまして介護職員の初任者研修についてでありますけれ
ども、今年、介護事業所主催で開催予定でありましたけれども、グループホー
ムが休止に伴い立ち消えになってしまいましたので今後必要に応じて、今度は
平取町主体で開催を検討したいと考えております。

議長 １１番松澤議員。

１１番
松澤議員

わかりました。対象者に対しても十分周知の方法が色々あると思いますので、
そのことも考えていっていただきたいと思います。それと進めているというこ
とですが、いつ頃を目処に実施できるような計画でやっておられるか、できれ
ば新年度からやっていただきたいと思っておりますけども、その辺はいかがで
しょうか。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

お答えします。４月に資金等が交付できるように準備を進めているところです。

議長 １１番松澤議員。

１１番
松澤議員

今おっしゃっていました奨学資金貸付制度等は介護福祉士を目指す方たちのた
めにはとても良いことだと思うんですけども、今すぐ戦力になる人材を求める
ためには何らかの事情で一度介護職員から離れた方たちを介護の現場に呼び戻
すという動きが盛んに行われています。以前介護職として働いていた人、資格
を持ちながら介護の職についたことがない人、いわゆる潜在介護人材の復職・
再就職支援として再就職準備金を交付する自治体もあります。また福祉に力を
入れているある町では福祉コースのある大学の学生にその町に研修に来て貰
い、町の魅力等をアピールして獲得の対策をとっているところもあります。平
取町独自の対策として他の町から来るのには住宅事情が悪いとなかなか来ても
らえないので、通勤手当を充実させるということや、平取高校の卒業生で介護
福祉士の資格を取得された方に平取に戻って働いてもらえないかと対策がまだ
まだあると思います。町として潜在介護人材の復職・再就職支援の対策を検討
していく考えはないか伺います。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉 お答えいたします。町内の方に対して復職・再就職の支援策は現在、準備はし
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課長 ていないんですけれども、町外の方が平取町内に就職する場合には新しく作っ
ております要綱等により対応可能と考えております。新しくできる要綱により
状況把握した後の対応としたいと思っております。

議長 １１番松澤議員。

１１番
松澤議員

今やっていることの中にもう少し詳しく復職・再就職支援というのを盛り込ん
でいただきたいと思います。即戦力の人材確保に繋がることなのでぜひぜひ進
めていって欲しいと思います。人がいなければ建物がありましても利用者は戻
ってはこられない状態ですので、このことについては即戦力ということ頭に置
きましてなるべく早くよろしくお願いいたしたいと思います。あと次です。２
０２０年の４月１日現在、平取町７０歳以上の方は１３０３人でした。あと５
年後に２０２５年問題、団塊の世代が後期高齢者の年齢に達して医療や介護な
どの社会保障費の急増が懸念されます。先ほど町長が所信表明の中で健康づく
りや介護予防にしっかり取り組んでいける体制の更なる強化充実の必要性、各
事業間が連携し中長期的視点での高齢者、福祉に対した介護サービス事業など
のあるべきかたちを確立していくと述べております。そのことからも町営でな
くても福祉施設の運営については町が大きく関わっていかなくてはならないと
考えておられるという事の顕れだと思っております。勿論、施設毎の努力があ
ってのことですが限界があることは承知の上での判断で補助を行っていくと思
います。しかしながら多くの福祉施設を抱える町としては介護職員の確保が喫
緊の課題です。職員不足のため閉鎖された振内にあるグループホームについて
は他にも色々と検討していかなければならない問題があると思われますが、こ
のグループホームの今後について町としての考えを伺います。

議長 ここで休憩いたします。再開は午後１時からでございますのでよろしくお願い
いたします。

   （休 憩  午前１１時５４分）
   （再 開  午後 １時００分）

議長 それでは再開いたします。先ほどの１１番松澤議員に対するご答弁からお願い
いたします。町長。

町長 それでは答弁申し上げます。平取町の介護、障害福祉などの福祉施設事業所で
ございますけれども、平取福祉会を主としてその運営を担っていただいている
というところが非常に大きいかなと思っておりまして、今でも各事業者との連
携を図りながら、当町の全体的なその高齢者介護、障害者福祉等を進めてきた
というような経緯もございます。本当に松澤議員の質問にあるとおり人材確保



- 34 - 

といいますか、それについては本当に特に最近はそういった介護の現場ですと
か、人材の確保が非常に難しいという状況もございまして、また特にこういう
コロナの状況も踏まえてもう全体的にも更にこういった職種の人材確保は難し
いというような状況になっているということでございます。こういった状況で
先ほど担当課長からも説明しました町としてもこういった職場への人材確保の
対策を更にしっかりやっていこうというようなことで人材確保に努めたいとい
うふうに思っております。ご質問中でありましたの振内のこころのホームのこ
れからということでございますけれども、今月９月１日に振内の施設を実質上、
廃止せざるを得なかったというような状況になっておりまして、これも職員の
確保が困難になったというのが大きな理由でございまして、こころのホームに
つきましては平成２５年４月からツーユニット１８人の対象者を入居させると
いう方向で進めさせていただきましたけれども、なかなか職員の退職等によっ
て平成３０年１０月からはワンユニットにせざるを得ないというような状況に
ございまして、その後、令和元年にはそのこころのホームとして認知症のグル
ープホームもなかなか運営が厳しいというようなことで、いわゆるサービス付
高齢者住宅というようなことで入居者のサービスを行ってきたというような現
状がございます。いろいろその間、当町としても認知症患者の介護施設として
色んな段階の事業の一つとして、潜在的な認知症の方の受け入れ施設として、
どうしてもツーユニット程度の事業所が必要だというようなことの認識はござ
いましたけれども、こういった状況の中でその都度、事業主体である富川グロ
リアホームさんに町としての支援も申し入れたというような経緯もございます
けれども、何とか自分たちで自立でやっていきたいというような意向も強いと
いうこともあってなかなか実質的な支援には至らなかったというようなこと
で、こういう結果になったというようなことでの町としての反省もしていると
いうようなところでございます。最終的に代表者の方から今後の経営の意向に
ついて確認いたしましたけれども、今の実態からいってなかなか今の事業主体
でやることは難しいということで、もう運営はできないというようなことも当
町の方に意向として伝えられたということもありまして、それではそのかわり
の事業主体を今どうするかということで、いろいろ担当と内部的な検討も行い
ましてこういう地域の福祉介護事業を担っていただいている平取福祉会さんに
声をかけさせていただいて、今後の運営について是非事業主体として運営して
いただけるようにまずは協議の場に立って欲しいということを要請していると
いうような状況になってございます。いろいろ今の施設の所有の問題ですとか、
今後、例えば平取福祉会がやるようになった時のそういった人材の確保とか、
そういった非常にいろんなハードルはあるんですけれども、町としましてもそ
ういった課題等一つ一つクリアできるような支援を行いながら、何とか新年度
から平取福祉会が事業主体としてこの認知症グループホームを運営するようか
たちで今、お話を進めていきたいというふうに思っていますので、これからハ
ードの面とかソフトの面でいろいろ町としても支援の仕方等がでてくるかと思
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いますけども、そういったことで今後は進めさせていただきたいと思っており
ますので、またいろいろその経過等について議会等にも随時報告をさせていた
だきたいというふうに思っております。以上です。

議長 １１番松澤議員。

１１番
松澤議員

町長のお話のとおり今までは段々縮小されていく中でその都度、産業厚生委員
会で支援の申し出も断られているということも報告を受けておりました。保健
福祉課も常に関わっていて、それでも民間ということもありまして経営の詳し
い内容にまで立ち入れなかったということもあったと推測しております。もし
町長がおっしゃるように福祉会にお願いすることができましたら、それがベス
トかどうか私も今ちょっとわからないんですけども、その条件としましてやは
り比べるということもあったと思います。自分の例えばお給料なり休暇なりと
いうこととか、福祉会の方と比べるものもあった、同じ町に働いていてそうい
うこともあったのではないかなということもありますから、そのことも一因が
あったとしたらそれはちょっと解決できることにはなるんじゃないかなと思い
ます。あとそのことによって例えば施設毎の異動といいますか、そういうこと
があれば人のことをあそこはというふうなかたちじゃなく、いろんなところに
入ってその内容わかる、理解するという同じ福祉会の中の仲間として、町の中
の福祉のことに関わるということもやっていけるのではないかなと、今ちょっ
と町長のお話聞いてそう思いました。それが叶うことであれば本当に町として
は、例えば支援とかそういうことしていくためのことを言ったとしても今まで
保健福祉課がつながっていましたので、そこにはすんなりといろんな支援をし
ていっていただけるんじゃないかなと期待しております。それがそのことを何
ていいますか、今までそこが閉鎖になった理由とかそういうことを理解した上
での立て直しをして欲しいというふうに今言おうと思ったんですけども、その
ことで解決ができるのであれば、そこもちゃんとやっていけるんじゃないかな
と思ってちょっと安心いたしました。それはもう福祉会としては了解して貰っ
ているということでよろしいですか。

議長 町長。

町長 前回の常任委員会にも報告をさせていただいて、実はその前にも富川グロリア
ホームの代表の方から、もうなかなか行き詰まっているというようなことも伝
えられておりましたので、ちょっと事前にと言いますか、理事長と私の話では
ありましたけれどもこういうことになって是非、福祉会にお願いするかもしれ
ないというようなことを伝えて貰いまして、その後、常任委員会の後もある意
味、正式なというふうなかたちでこういうことをお願いしたいというのを伝え
まして、そのあと担当者も集まってこのような話もさせていただいて、現時点
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で概ね色んな条件が合えば運営していただけるというような感触を持っており
ますので、これから先ほど言いましたようにいろいろ条件とか、その人材の確
保の面もあろうかと思いますのでその辺、町としてもバックアップ支援しなが
ら何とかそういう方向に進めていきたいと思っております。今ご質問にあった
待遇の問題がやっぱり最近よくエッセンシャルワーカーということでこういう
社会の基本的なお仕事を支える方々のことの重要性をもっと見直さなければだ
めだというような社会的な風潮になっていますけども、介護の現場とか、例え
ば医療の看護師さんとか、そういった方々やっぱりある程度の社会的地位と待
遇をきっちりしないとなかなか、特にこういう小規模自治体とか、小さな町で
は人材確保は難しいとそんなこともありますので、その事業所自体の採算もも
ちろん大事ですけども、やはり人材がいなくては元も子もないというようなこ
ともありますので、そういった待遇改善とか、そういうことについても町とし
ても支援できるような体制も改めて検討したいなというふうには考えてござい
ます。

議長 以上で松澤議員の質問は終了いたします。続きまして２番高山議員を指名いた
します。２番高山議員。

２番
高山議員

２番高山です。先に通告してありますように私は２点のことについて一般質問
させていただきたいと思います。まず１点目につきましては、町内小中学校の
教育環境についてということが１点目でございます。２点目につきましては先
般、総務常任委員会でも説明がありましたけれども、平取町公共交通確保対策
検討のための苫小牧圏通学調査についてということで、この２点についてこれ
より質問をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
まず１点目の町内の小中学校の教育環境についてということで、先般８月２８
日の日に総務常任委員会において町内の学校訪問が実施されました。教育現場
を見る限りでは今年度は特殊な環境の中で、例えばコロナの関係で長期の休養
を余儀なくされている、このカリキュラムの時間を確保するための学校でそれ
ぞれご努力されているということが見られました。ただ時間数は確保できても
理解度がどうだというようなことも含めた中で、いろいろと学校訪問させてい
ただいた中での私のこういった教育現場を見た中での質問ということで、それ
ぞれ質問していきたいなというふうに思っているところでございます。そうい
った意味では本質問の趣旨につきましては、町内の特に複式学級等もあります
し、そういったことの内容に見るにつけて将来の町の教育のあり方について質
問をしていきたいなというふうに考えているところでございます。まず１点目
ですけれどもちょっとお伺いをしたいなというふうに思っておりますけれど
も、現在の町内小学校５校と中学校２校の児童生徒数がどれくらいかという現
状とそれと来年度のそれぞれの入学数の児童数はどれほどかということについ
て、まずもってご質問させていただきたいと思います。
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議長 生涯学習課長。

生 涯学 習
課長

それではただいまの高山議員のご質問にお答えしたいと思います。令和２年度
８月７日現在の小学校・中学校の児童生徒数でございますけれども、小学校が
紫雲古津２８名、平取が１２７名、二風谷が１２名、貫気別が３２名、振内が
３５名、合計２３４名でございます。それから中学校は平取が１０３名、振内
が２３名、合計１２６名。小・中合わせて３６０名ということになっています。
それで来年ですけれども今の予定では来年度、令和３年度入学予定者ですけれ
ども、紫雲古津が９名、平取１９名、二風谷が５名、貫気別が４名、振内が６
名、合計４３名です。中学校につきましては平取が３０名、振内が８名という
ことになっておりまして、合計で言いますと全体で小学校は２３８名、中学校
は１２７名ということになります。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

ただいま課長の方から今の在校生と特に入学の来年の予定ということになりま
すけれども、それぞれ小学校５校とそれから中学校が２校ということで、それ
ぞれ報告がなされました。若干予定ですから転勤等の関係で上限下限いろいろ
と動くのかなと思いますけれども、そういった中、学校訪問で見てきた中では
複式学級、特に小規模校の複式学級の内容等について授業参観をしてきました
けれども、教育委員会的にはこの小規模校のメリット・デメリットをどのよう
に整理されているのか、もし整理されているのであれば教えていただければと
思います。

議長 教育長。

教育長 ただいまの質問にお答えしたいと思います。平取町内、先ほど生涯学習課長か
ら答弁したとおり小学校５校、中学校２校、その内小学校では平取小学校が唯
一、全学年単式というようなかたちになってございます。紫雲古津小学校につ
きましては１・２学年が単式それぞれですね、３・４学年、５・６学年が複式
となっております。二風谷小学校につきましては完全複式ということで１・２
学年、３・４学年、５・６学年が複式になっております。貫気別小学校は１・
２学年が単式、３・４学年、５・６学年は複式というようなかたちでございま
す。振内小学校につきましては１・２学年、３・４学年が複式、５・６学年が
単式というようなかたちになっているところでございます。それぞれ小規模校、
平取小学校が大規模まではいきませんけれども、それぞれの学年が単式という
ことでそれぞれの長所短所ということでございますけれども、小規模校につき
ましては平取町内の小学校を見てもらってのとおり学校自体のまとまりがある
ということと、小人数ということもありまして先生の指導等目が行き届きやす
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いという部分がございます。または複式になっている学級につきましては二つ
の学年を１人の先生が見るということで、授業も一緒に行うというようなかた
ちになりますので、単純に一時間の時間があったらその半分が先生の目が届く
ところ、あと半分は自分たちでそれぞれ学習をしたり課題をしたり、先生が出
す課題について学習するというようなかたちになっておりますので、それが１
年間また６年間続くということになると単式よりも先生の目が行き届いて、細
かな部分という意味でいきますと非常に難しい問題、これは児童の方も複式で
授業を受ける際には大変難しい問題がありますし、指導する教師の方について
も複式を持ってやるということは非常に負担が大きいというふうに考えている
ところでございます。小規模校につきましては学校自体、子ども達顔が全てわ
かっているというようなこともあって非常に雰囲気が良くといいますか、お互
いによく知り合っていてということがあって、そういう中で育つということで
私が考える部分については情緒の面ですとか、そういう部分では十分、教育の
効果が出ているんじゃないかというふうに思っております。ただ先ほど言った
とおり人数が少ないということもありますので、人間関係が固定化したりだと
か、マンネリ化、競争心だとかそういう部分で、本によってはそういうことは
ないというふうに書いてある本もありますけれども、実際に一般的に見た場合
については競争心だとか、そういう部分でなかなか難しいのかなということも
ありますし、中学校に行っていきなり大きなクラスになったりだとか、複数の
クラスが出てきた場合についてちょっと戸惑いを感じるという部分があるんじ
ゃないかというふうに思っております。自分自身も紫雲古津小学校で複式では
ありませんでしたけれども、１３名の児童数という中で授業を受けて小学校時
代を過ごして、中学校で富川の方に行きましたけれども、３学級、１学級４０
名を超えるクラスになったということで行った際にはやはり最初は戸惑いが大
きかったという部分があったというのを覚えているところでございます。ただ
今回見ていただいたとおりコロナの関係で学校がかなり休業になっていたとい
うことがありまして、その時間数、学習の中身も含めて休んでいた分を取り返
すという意味では小規模校の方が早く、やはり授業実数の確保ですとか、子ど
も達の学習に対する理解ですとか、そういう部分では早いというような状況に
なっております。平取小学校につきましては児童数多くても三十数名というよ
うなかたちでありますので、それほどというふうには思ってはおりますけれど
もやはり先生１人が見る生徒数としては、実際には２０人ぐらいの学級で児童
を見るのが１番、目が行き届きやすい環境にあるのかなというふうに考えてい
るところでありますし、教師、先生自体も一人一人の児童のこういう場面で悩
んでいるだとか、学習関係でこの辺が弱いだとか、ここを伸ばしてやりたいだ
とかという目が行き届くという部分では、２０名ぐらいが１番適正な数字かな
というふうに思っているところでございます。

議長 ２番高山議員。
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２番
高山議員

今、教育長の答弁聞きながら、やはり小規模校の複式学級についても今話され
たようにメリットもあるし、ちょっと心配なところもある。ただ今回みたいな
コロナでと言ったときには理解度の進み方が早いとか、色んなメリットやっぱ
り有るかなというふうに思うんですけども、ちょっと私、調べてないんで大変
申しわけないんですが、複式学級といったら何名になったら複式にしなさいと
いうような基準というのがあるのかどうか、その辺ちょっと教えていただけれ
ばと思います。

議長 教育長。

教育長 小学校１学年を除いた学級においては２学級合わせて１６名までは複式という
ふうなかたちになります。１学年を加えた人数でいきますと８名までが複式と
いうようなかたちになりますので、１年・２年合わせて９名いれば単式になる
というかたちです。１年・２年合わせて８名の場合は複式というようなかたち
です。他の学年につきましては１６名、学年合わせて２学年合わせて１６名以
下の場合については複式、それを超えれば単式というようなかたちになります。
また中学校の場合ですけれども２学年合わせて８名以下になった場合について
は複式というようなかたちになります。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

先般そういった意味では複式の定義と言いますか、これだけの人数になったら
というのがちょっとわからなかったんですけれども、先般の総務常任委員会の
資料いただいたのを見ると例えば振内中学校なんですけれども、振内中学校に
つきましては令和５年度から今の予定ですけれども入学者が３名、次の年３名、
そしてその次の年に７名ということで、これは令和５年から７年の時にはそれ
ぞれ１３名しか、今の予定ですから想定でのお話なんですけれども、この３・
３・７名になった場合については中学校といえども複式学級があり得るという
理解でよろしいのかどうか、その辺もう１点。

議長 教育長。

教育長 お答えいたします。令和５年度につきましては振内中学校の入学者が３名とい
うふうになっております。次の令和６年度につきましても新規の入学者が３名
ということで、令和６年度の生徒数については１学年３名、２学年３名、３学
年が１０名ということになりますので、１学年・２学年合わせて６名、複式の
対象になるというようなかたちになります。また令和７年度につきましても新
規の入学者が７名という予定でありますので、その際には２学年・３学年が６
名ということで、２学年・３学年が複式というようなかたちになります。
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議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

そういった意味では先ほどの小規模校のメリット・デメリットということで小
学校程度の中で複式というのはそれなりにメリットももちろん出てくる、デメ
リットもあるというそういう心配されるところもあるんですけれども、中学校
で今のこういう流れの中で、あまり町村で、５千人規模の町村で、中学校が複
式になるというのはあまり聞かないんですけれども、実際には中学校でも複式
はあるのかなとは思うんですけれども、全体的な状況の中でこの中学校で複式
というのは取らざるを得ないと思うんです。きっとこのままの状態でいくと取
らざるを得ないと思うんですけれども、中学校の複式というのはあり得るとい
うことだと思うんですけれども、あった時のデメリットの方がちょっと大きい
ような気もするんですけれども、その辺、令和５年度以降のことなんで想定し
かものをお話できないと思うんですけれども、その中学校での複式ということ
について教育長はどのように考えているのかちょっと教えていただければと思
います。

議長 教育長。

教育長 小規模校と中規模、大規模校のメリット・デメリットということで話をさせて
もらいましたけれども、中学校の部分につきましては私も知る限り、通常の範
囲で複式をやっている学校というのは記憶にないというかありません。ただ分
校とかそういうようなかたちで距離の問題だとかそういうことがあって中学校
でありながら複式みたいなかたちをやっているというのは聞いたことがありま
すので、そういうのはあり得るかなというふうには思っているところです。私
自身の考えとしてはやはり小学校時代は人間関係だとかそういう部分を含め
て、また地域の事情だとかそういう部分を含めて、小規模校が全て難しいとい
う考えはありませんけれども、中学校になりますとやはり高校進学ですとか、
思春期ですとか、そういう部分があるし社会的な規範だとか、ルールだとかそ
ういう部分、集団生活の中で育てていく部分、また部活の関係ですとかそうい
う部分も考えていくとなかなか中学校で複式というのは子ども達にも厳しいの
かなというふうに考えてはおります。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

そういった意味ではなかなか私どもの町の中で中学校の複式学級にならざるを
得ないというこういう今のところの予定ですけれどもやっぱり私は元々小学校
は一定程度、友達関係が固定してもそういったことで学習の面でも目が行き届
くだとかということで複式学級は小学校ではなかなかその私としてはいいのか
なというのは思うんですけれども、中学生ぐらいになってくるともう少し人数
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がいた中で、１３人の中学生生活をするということもメリットはあるんだろう
とは思うんですけれども、もっと人数が多くていろんな個性がぶつかり合って
切磋琢磨して教育効果って、教育の学習の面だけではないですけれども、いろ
んなことの人間形成をする時期なのかなということを思うと中学校の複式学級
というのはやっぱりそういう意味ではちょっと大変なのかなというのは、元々
私はそう考えているんですけれども、このあと話することで少し財政的なこと
も加味するんですけれども、ただ予算だとかお金の枠を入れて教育委員会なり
教育のことを余り論じるのは適切ではないと思うんですけれども、全道全国見
てもこれぐらいの町村で、もちろん面積が広いということもあるんですけれど
も、小学校が５つと中学校が２つというのはやっぱりこれから、今はあまり意
外と耐えていける状況なのかなとは思うんですけれども、これが長く何年も先
になってくるとやっぱり中学校は２校で小学校は５校というのは町の財政に
も、１校当たりどれぐらいの経費がかかるかというのは学校の規模によっても
違いますしまた学校数が多くなってくると補助員というか町費単独で出す職員
も増えてきているというようなことももちろんあるんですけれども、かといっ
て全部統合すればいいという議論ではないんですけれども、これ将来的に今す
ぐではないんですけれども、やっぱりもう５０００人を切った町として将来の
教育のあり方というか、そんなことを予算の範囲の中に入れろ、学校統合しろ
ということの議論ではないんですけれども、そろそろもう中学校統合して５年
経つんですけれども少しそういった意味では本当にこれからの町の将来の教育
のあり方について、前回の学校統合の時にはもちろん地域の事情もエゴとは言
いませんけれども、事情もあったし関係者もいろんな事情があったということ
はあるんですけれども、学校統合ありきではなくてこれから純粋に町の将来の、
うちの町の子ども達の教育はどうあるべきかというところに少し力点を置きな
がら、そろそろ結論をすぐとか、学校統合ありきだよということではなくて、
本当にうちの町の子ども達の将来の教育はどうあるべきかということをそろそ
ろ検討することがあってもいいのかなというふうに私は考えるんですけれども
教育委員会としてはそういう、あくまでもくどいようですけど学校統合ありき
ではないですけれども、本当に地域の事情にとらわれないまず教育のあり方は
どうすべきかという議論がなされてもいい頃かなというふうに思うんですが、
そういった点についてはどうお考えでしょうか。

議長 教育長。

教育長 町の財政、金が無くなったんで学校統合をするだとかという考えは全くありま
せんし、教育に財政的な部分を入れて将来を論ずるというのは適正ではないと
いうふうには思いますけれども現状として今、小学校５校、中学校２校あると
いうことで、そこにどれぐらいの金額がかかっているかということだけは承知
していただきたいということがありますので、うちの生涯学習課長の方からど
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のぐらいかかっているか説明させていただきます。

議長 生涯学習課長。

生 涯学 習
課長

現在小学校５校、中学校２校なんですけれども、学校の通常のかかる管理運営
の電気代だとか燃料代だとか諸々のもの、それから給食にかかるものを含める
と約、小学校で８８００万円ほどになります。それから中学校になりますと約
２１００万円ほどということになっております。

議長 教育長。

教育長 今の説明させていただいた金額は、消耗品ですとか、備品ですとか、給食関係
の経費だとかそういう部分なんですけれども、それ以外に町費負担の職員が小
学校合わせて１８名、これは町単独の教諭または給食調理員、公務補さん、事
務補助員、特別支援教育の支援員合わせてという数字でありますけども１８名、
中学校については８名ということで、合わせると２６名ということになります
ので人件費の正確な数字は出しておりませんけれども３０００万は超えるとい
うような金額が人件費でもかかってきているというようなかたちになっており
ます。児童数がある程度あり単式の学校と複式が入っている小規模校、それぞ
れに先ほど言ったとおり長所短所があるわけでございますけれども、文部科学
省の公立小学校・中学校の適正規模、適正配置等に関する手引きというのが出
ておりますけれども、その中では児童生徒が集団の中で多様な考えに触れ認め
合い協力し合い、切磋琢磨することを通じて一人一人の資質や能力を伸ばして
いくという学校の特質を踏まえ、小中学校では一定の集団規模が確保されてい
ることが望ましいものと考えられております。平取町内の小学校の児童数、生
徒数の推移については先ほどお話されましたけれども、５年後の令和７年度で
紫雲古津小学校が３６名、現在より８名増、平取小学校で１１４名、現在より
１３名減、二風谷小学校では１５名、現在より３名増、貫気別小学校１４名、
これは１８名の減というかたちになります。振内小学校では２２名ということ
で１３名の減となっております。町内全体で２０１名ということで現在よりは
３３名の減というようなかたちでございます。また中学校におきましても平取
中学校現在１０３名ですけれども５年後は９３名、振内中学校については現在
２３名ですけれども５年後は１３名の生徒数となっており、全体で２０名の減
というようなかたちになると推計が出ております。学校の適正規模、適正配置
については児童生徒の数は最重要ではありますけれども、学校の持つ機能とし
て、各地域のコミュニティーの核として、また防災、保育、地域の交流の場な
ど様々な機能を有していることから、学校教育は地域の未来の担い手である子
ども達を育む営みでありまして、町づくりの在り方と密接なつながりがあると
いうふうに考えているところでございます。このことからも学校規模の適正配
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置につきましては行政が一方的に進めるものではなく、児童生徒の保護者や就
学前の子どもの保護者、地域の方々の声を重視し、十分な理解と協力を得なが
ら丁寧な議論を行うことが最重要と考えているところでございます。学校訪問
での授業参観で見られたとおり複式授業における子ども達の負担や教員の授業
の大変さ、将来的にも厳しい町財政というものを考えると議員の意見のとおり、
平取町における学校適正規模、適正配置についてしっかり検討していく時期に
あると考えております。今年度は第６次総合計画の後期計画の策定年、また町
教育推進計画の策定年となっておりますので、それを踏まえて町内各地域にお
いて平取町の児童生徒数の将来推計や平取町が目指す子ども達のあるべき姿に
向けた教育方針、町の財政推計などを説明していく場を設けたいというふうに
考えております。これは統合ありきということではなく将来的に平取町の児童
生徒はこういうふうなかたちになる、平取町の子ども達はこういうふうに育て
ていきたい、また町の財政はこういうようなかたちですよという説明の機会を
作っていきたいというふうに考えているところでございます。その中で平取町
立小中学校の適正規模及び適正配置について保護者、地域住民、有識者、議会
議員、教育関係者を含めた中で検討していきたいというふうに考えております。
その際には議会の議員の皆さんにも意見をもらいながら協議をしていきたいと
いうふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいと思っております。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

教育長から令和７年度の生徒の現状の予定を見るとやっぱりかなり減っている
学校もいろいろあります。中学校の複式のこともあるし、財政的な枠で小学校
の統廃合なんていうことではないんですけれども、やっぱり教育議論ありきの
中で、そろそろ今教育長言われたようなかたちの中で協議を進めていっていた
だければなというふうに思いますのでよろしくお願いをしたいなと思っていま
す。それでは２点目の先般これも総務常任委員会で説明を受けましたけれども、
令和２年度の町の公共交通確保対策検討のための苫小牧圏通学等調査の委託料
は今年度の予算にも出てきているかなと思いますけれども、この調査について
ざっと簡単に説明をしていただければまずありがたいなと思うんですけれど
も。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

それではお答え申し上げます。現在、当町から苫小牧圏へ通学している高校生
が相当数いると考えております。大体、対象の方で進学先の希望等での推計で
すけども３０名弱、２８名程度いるんではないかと推計をしております。こち
らの方々が在来バスにおいて今、町内から苫小牧への高校へと接続がないため
に鵡川駅まで保護者などが送迎しているというのが現状となっています。一方
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でＪＲ日高線の代替交通については、バスに転換した場合を想定した検討が今
進められているところです。交通弱者とりわけ学生の通学を優先的に考え広域
地域公共交通案の検討を進めているところでございます。当町には鉄路がなく
主に海岸線を通行していたＪＲ日高線からは枝線のようなかたちであるため、
ＪＲの代替交通を利用するためにはハブとなる富川まで移動しなければならな
いですが、現在高校生が公共交通を利用して通学ができない状況であることか
ら、現在ＪＲ日高線の転換バスが朝の登校に対応する時間帯で平取を始発とし
て運行することを検討しています。車での送迎が前提である苫小牧圏への通学
に関して利用実態の把握ができていないこと、またかつてバスから電車への乗
り継ぎでの通学が可能であった頃であっても、路線バスの定期代金が鉄道の定
期代金と比較し高額であるため、可能な場合は現在のように保護者が鵡川まで
送っていた実態があります。検討されている転換バスと同じように苫小牧まで
の運行はできませんが鵡川駅までの試験運行を実施し、また利用者とその保護
者等にアンケート調査を行い、ニーズを把握することで持続可能で利便性の高
い地域交通の確立につながることを目的としています。また試験運行について
本年事業中止となった糠平幌尻林道シャトルバス運行事業の受託者に委託する
ことにより町内経済対策と調査実施の実現を図りたいという趣旨で、常任委員
会で説明をさせていただいております。以上です。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

ただいま今、調査の内容等について苫小牧の通学の実態調査だということであ
りますけれども、苫小牧の通学生の実態調査とは何を調査するのかというのは
裏に書かれているとおりの考え方でよろしいんですか。それと試験運行により
経済対策とは何を指しているのか、この２点ちょっとお答えいただきたい。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

調査したいことについては、大まかに常任委員会の資料に書かれているとおり
というふうに理解をいただいて差し支えはないかと思います。その他にという
か全体として、最寄りのバス停ですとか、乗車密度、乗車率などの細かな利用
実態ですとか、一般混乗した場合の乗車率の把握ですとか、そういった細かい
ことも今回、把握できればと考えております。現在今、親が送っているという
ことで、高規格等利用して親が車で送っているということで、学生にとって今
の送迎の方が快適な状況だと思われるんですけども、これを実際に乗り継ぎで
通学を経験していただくということは、これからの日高線の代替交通がどれぐ
らい使っていただけるかという実体験が目安になってくるというふうにも考え
ております。また親もこちらの試験運行中に送迎がなくなることでの時間です
とか、燃料代でどれぐらいメリットがあるのか、子どもの負担を考えて、この
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転換バス利用の判断材料になるのではないかというふうに考えております。あ
と一般の方々についても、これはあくまで今の学生を優先してまずは運行しよ
うと思っているのですが、乗車実態に合わせて混乗の余裕があれば、混乗の方
も実施したいと考えております。その場合についてもＪＲに乗り継ぐというと
ころが今現在、朝ＪＲに接続するバスがないためにＪＲに乗り継いだらどうい
ったかたちかというところは、一般の方も経験ができていないという実態があ
ると思います。実際に７時１１分のむかわ行きに乗りますとその後３３分で苫
小牧駅につくことができます。この速達性は圧倒的にバスよりも早いというか
たちになるんですけど、こういった継続が今現在接続がないためにできてない
ということがありますので、この辺についても今後の公共交通のあり方につい
て重要な点だと思いますので、そういったことについても、できればちょうど
拡げていきたいというふうに考えております。また今、運転手さんが不足して
いるという実態があるので、これだけ長時間で長期間の試験運行を行うという
のは、こういったコロナの状況で今、観光バス部門が空いているという状況が
あるので、こういった時じゃないとなかなかできないかなというのもあって、
この機会に是非試験運行したいというふうに考えているというところです。そ
れと経済的効果というところの具体的ということなんですけども、とりあえず
観光バスという目途で事業になっている業者というのが、先ほど申し上げたシ
ャトルバスの受託業者ということになりますけども、こちらの方の観光バス部
門が国内観光とインバウンド含めて全滅で全部休止ということで経営状態が著
しく良くなくて将来の経営にも不安があるということで相談を受けておりまし
て、その点について実際の数字を申し上げるというのはちょっと業者が特定さ
れるので難しいかと思うんですけど、当然この運行をするに当たってそういう
申し入れがあったのでその辺のデータはいただいているんですが、かなりやは
り、経営としては著しく落ち込んでおりまして何らかの経済対策が必要な状況
にあるかというふうに考えております。以上です。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

いろいろと説明いただきましたけれども、そういうことであれば目的等につい
ては総務常任委員会で出していただいた調査したい点ということで６番目にこ
れ書いてありますよね。この内容については転換バスを走らすことによって定
期代と朝夕の労力、送迎の燃料代と比較してバスを選択、乗ってくれるかどう
かという調査、それとどれぐらいの費用であればバスを利用するのかという調
査、それと転換バス運行に向けた意見聴取ということになるんですけれども、
これはあれですか、試験運行をしなければ調査ができないことなんですか。こ
の８月２８日の総務常任委員会の議事録にもありましたように、結果的には乗
ることはやるかもしれないですけれども、結果的には細かなものについてはそ
れぞれ保護者の方とアンケートを取ると書いていますよね、答弁していますよ
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ね、まちづくり課長が。これはＪＲ日高線の代替交通として検討しているバス
に乗っていただけるのか、この辺のことを率直にアンケート等で伺っていけば
もちろん子どもが乗って通学して便利だからということで親と話した中でこれ
はいいねということで、選択をどうするかということはあるかもしれませんけ
れども、調査したい点をこの調査票の内容で見たらこの３点は調査したいと言
っていますけれども、これは試験運行しなくても調査できる内容なんじゃない
ですか。これには書いてありますよね。３０名ちょっとが苫小牧の学校に行っ
ている。そのうち何名かは下宿なり部屋を借りている。二十何名ですよとか２
３名ですよとか、委員会の中での報告でありましたけれども、これは親御さん
にそれぞれアンケートしてもいいことですし、そして転換バスに向けた意見聴
取もそのアンケートだとか面談調査だとか、たった二十何人の内容なんで、例
えばどれぐらいの費用であればバスがと言っているのも、町のこの作っていた
だいたものには定期代の計算まで全部している、こういったものを持ちながら
面談でどれぐらいできるのかということで、敢えてこのお題目に苫小牧の通学
圏の、乗せて意向調査をするという、乗れば便利だからこっち使いましょうと
いうことになるのかもしれないけれども、ただ人によっては時間が早いのでむ
かわの駅へ直接行った方がいいんじゃないかという方もやはり居るかなと思い
ますけれども、ただ私に言わせればバスを運行しなければできない調査ではな
いんでないかという率直な意見なんですけれども、この辺の考え方はどうでし
ょうか。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

今ＪＲの転換バスで想定されているものについては資料でお示ししたんですけ
ど、もっと早い時間に平取を出まして鵡川駅で７時１１分の苫小牧行きも間に
合って、その他に静内行きの便にも接続できて、沼ノ端駅でも市営バスの鉄北
線の方に７時半前に着くことで苫小牧の東部の方、こちらへの通学が便利にな
るという想定でこちら予定をしているところです。苫小牧より以遠の部分等に
ついてはアンケートというところでやるしかないところなんですけど、今回、
鵡川まで走ることで細かいところは経験というのも含めながらアンケートだけ
ではなくて実際に乗っていただくかたちで、今現在、鵡川まで親が送るしかな
いという選択の中でバスに実際乗っていただくということが、そこで経験して
いただいて考えていただくということが重要かと思います。定期代等出してい
ますけども、実際にこの定期をどのように使うかというのも今後、通学する学
校等によって変わってきますし、あと帰りの便の接続の関係で行きの定期は道
南バスの分は買わずに片道の料金を使うですとか、そういった可能性も出てく
るというところは、なかなか最初にアンケートとか面談の中では実体が見えて
こないところもあるかと思いまして、試験運行の方を必要ではないかというふ
うに考えております。
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議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

そういった意味では体験して乗ってみて利便性がどうかということと、苫小牧
に送ることのそういう労力だとか、早朝だとか、経費の部分だとかということ
であるんでしょうけれども、これ体験してみないと子どもがわからないという
ことでなく、そんなことのために、経済対策のためにというならわかるんです
けども、そんなことのためにこの５００万円もでバスを走らすというのはどう
なのかなというのは私も考えているところですけれども、平取から静内に行か
れる方、静高でもどこでもいいんですけれども、静内の方面に向かって通学生
がいるのかどうかも合わせてこの機会に教えていただければと思います。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

静内方面に登校している生徒は４名程度いるのではないかというふうに考えて
おります。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

この４名程度はどうやって通学しているかというのは把握していますか。苫小
牧の子ども達は二十何人だかいるけれども鵡川まで無料でバスを繋いであげ
る、静内の方に行く人方については４名いると、４名までは通学してないかも
しれないですけれどもこの４名については、鵡川まで行くのは半年バスしたて
るから定期も何もかからない、もちろん労力もかからない、乗ったとしたらで
すよ。静内の人にはどういう対応になるんですか。二十何名苫小牧は多いから、
静内がどうやって乗っているか僕はわかりませんけれども静内の方々の対応に
ついては、このバスをやると大町まで行くからどうなんだということで持って
いけるかどうかわかりませんけれども、例えばもしかしたら川向の人が門別の
バス停まで車で送って行っているという方もいないわけでもないような気もす
るんですけれども、その人方の鵡川まで無償でバスに乗っていく人と、同じく
送っていくのは短いけれども門別までだということであれば、その辺の対応に
ちょっとギャップがるような気がするんですけどもその辺のお考えはどうでし
ょうか。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

今回の試験運行では静内方面含まれていないので、ギャップがあるかと言われ
ると運行するのとしないのとであるというふうに思います。ただ今おっしゃっ
ていたように門別まで送っている実態があるというところで考えると朝の便で
門別まで乗り入れてという時間設定はちょっと厳しくて今現在、静内高校の子
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は門別から乗っているのは富川発６時２９分の代行バスのはずです。なので、
この時間に間に合わせて門別まで静内方面の子を送ってその後、鵡川に行くと
なるとちょっと時間が厳しくなるということで検討しましたが今回、今のとこ
ろ苫小牧方面で考えているといった内容になっています。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

僕の言っているのは静内行く方は富川からバスが出るからそこへ送っていけば
いい、苫小牧の人方は苫小牧から汽車でるから汽車で送っていけばいいという
論法ですよね。苫小牧の方についてはその送りがなくなって経済的な負担も含
めてバスに乗って行ったら半年間は例えば定期だとかそういったものが、若し
くは送って行っている車の経費だとかというのは賄える、門別に行く人は平取
からいずれにしても富川に行ったりするのに車で行く人もいると思うんで、車
でないと行けないと思うんですけども、その人方とどう違うと差をつければい
いんですか。今、苫小牧の方に行くことだけ考えているからその人方は関係し
ていないと、そういう議論にはならないと思うんですけどもう１回答弁お願い
します。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

今後のＪＲの代行バスを考える時に報道等でもありますけど１８年間２０億円
というお金の中で、やりくりしていかなければならないというかたちになりま
す。今、考えている転換バスの先ほど紹介した常任委員会でも時間お示しする
パスですが、こちらについて静内方面の現在の４人は富川で降りることで静内
行きの同じく転換バスに乗ることができて今後、富川まで送ることができれば
親の送迎なしに静内高校まで行くことが可能だと考えています。この考えに間
違いがないかは当然静内高校方面に行く親御さんや生徒にもアンケートはとる
予定としております。その他に今、鵡川方面に行く鵡川を経由して苫小牧まで
乗り入れる通学バスの転換バスですが、当然費用についてはこちらの方が金額
は高くなるというかたちになります。今後、ＪＲで、先ほど申し上げた代替交
通を持続的に利便性を高めながら運行させるとなると、この辺の経費について
検討が必要なってくると思います。親がどれぐらい送って乗車率がどれぐらい
になるのかですとか、実際に今は鵡川までしか親が送ってなくて必ず鵡川から
生徒が行っていると、その中で沼ノ端まで行って接続を考えているというとこ
ろが本当に必要かどうかというところもアンケートでは必要になってくると思
います。そういったところを試験運行とアンケートを合わせて行う中で、これ
からの代替交通がどのように持続性を高めながらも利便性も同じく実現するか
というところの参考になる試験運行と同時に行うアンケート調査ということで
考えられる事業だと思っているということでご理解いただければと思います。
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議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

私の言っているのは半年間鵡川まで車代だとか、もちろん燃料だとか、労力は
例えばバスに乗ることによって経費がかからない、例えば静内に行く人は富川
に車で行けば送っていけばそこから乗っていける、今はですよ。そういう場合
に富川まで送っていく人方のバスでなくて、苫小牧に行く人方は今回半年間は
経費がかからないのに、その人方だけ車の燃料代だとか、労力だとか使うとこ
ろは関わらなくていいのかというのが一つ。それと８月２８日にまちづくり課
長が僕の質問に答えていますけれども、代替の広域地域公共交通案というもの
について協議を進めている中で、今第５案まで来ているんですけど、実際の第
５案の抜粋でこの後ろにあるのを持ってきたということですよね。第５案のな
かって、どうやって協議しているのかは議会としては教えていただいてないん
でわからないですけれども、代替案が例えば５案、一応ある中の今回の苫小牧
のものにはこの１案を持ってきたということなんで、他の４案というのはどこ
かで議会としてもお示しをして一緒にどうだということの議論ができる内容な
のかどうか、あとの４案はどんな案なのかというのは今は知る由もないんです
けれども、この５案については後日町のうちの議員にも、議員全員協議会でも
何でもいいんですけどもお示しをしていただけるということになるんですか。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

確かに静内方面には手当てをしていない試験運行なので先ほども申し上げたよ
うに静内方向に通学する生徒をお持ちのご家庭への負担というところまでは、
この事業ではフォローできないというところはあると思います。そこについて
この事業でフォローできるように検討するということであれば、ちょっと難し
いとは思うんですが、何かしら方法については検討はしてみます。あとその第
５案というふうに申し上げているのはＪＲ日高線の転換バスの今、考え方を
色々詰めていく中で、バス事業者とＪＲでやりとりをしながら煮詰めていった
案の５番目の案ということで他に案が４つあるとかということではなくて、そ
こはちょっと紛らわしくて申しわけないんですが、我々が通称第５案と呼んで
いるものは今、かなり報道にもあるように同意のところにまで話が及んでいる
のでこの第５案をもとに恐らくバス事業所ともっと細かい協議をして、この案
を以って恐らく最初の地域公共交通が始まる、転換の地域公共交通が始まる１
番目になるんではないかと、この第５案が。そう考えている便という意味でご
ざいます。これを皆さんに全員協議会等でお示しするかというところなんです
が、一般の事業所を交えての検討という中で今のところ、一応今、今回常任委
員会に示したこの１便だけでも一応、企画担当課長会議でお断りをして了承を
得てお話をしています。まだ第５案全体を住民の方ですとか、議会には他町も
やっていませんし、まだお示しする段階ではないという判断になっているとこ
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ろでございます。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

総務常任委員会で後ろに示した転換バスと書いて平取から苫小牧というのは、
これはうちの町として代替交通関係の協議会に出しているというか、うちの要
望として出している案として理解していいのかどうか。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

最初、登校バスを平取まで乗り入れした方がいいんではないかという議論が当
町から正直出たわけではないんですけども、この１便が平取まで入ってくると
いうことの議論になってきたときにこれを生かそうということで、この時間帯
等を詰めたところでは平取の意見が大分入っているかと思います。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

二つ。一つはこの後ろの案でいくと平取～苫小牧はもしかしたら、平取から苫
小牧の駅までいく転換バスの路線ができるかもしれないという捉え方ですか。
それともう一つは鵡川の駅につながるように新たに転換バスとして鵡川駅にも
繋がるよ、そして富川の転換バスで行く、静内方面の方に行く学校のバスに繋
がるよというのがこの後ろの案ですよね。その中で二つ。一つはこれ苫小牧駅
まで行くというのはこれまだ決まりでは勿論ないんですけど、こうなったとき
に日高線は鵡川からいらないんじゃないのという議論になってなかったのかど
うか一つ。それともう一つ、町のバスというか、転換バスは平取から鵡川の駅
に７時１１分に繋がるように富川大町まで静内行きにも繋がるし、富川・鵡川
の駅まで行くと、これは新しいどこのバス業者になるかわかりませんけれども、
例えばこのバスの後ろに富川高校行きのバスってありますよね。例えば道南バ
スだったらいいのかもしれないですけれどもこれが転換バスで例えばＪＲバス
だとか、そういうことはないと思うんですけれども路線がもう一つ新しい時間
が増えるといったときに、道南バスならいいですけれどもこれが違うバスで運
行しようとなった時に、例えば平取町で道南バスの路線維持のために２７００
万円ぐらいお金を払っていますよね、協力金で。それが道南バスだったらいい
のかどうかというのはちょっとあれですけども、違うバスになった時に町で２
７００万円道南バスに出して、転換バスもう１本早く繋がるようなバスでバス
業者が違うわということになるのかどうかわからないですけれども、そういう
かたちでなくて今、富川に行っているバスだとかというものの時間を合わせら
れるようなかたちで転換バスの静内まで方へ行くものを繋げるとか、そういう
案ではないのかどうかその辺だけ。
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議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

お答えします。一応今までの既存のバスというのは何かしらのニーズがある中
で各町走っていただいているというのがまず前提で、転換バスについて議論が
進んでいるという前提がまずあります。ですから我々から既存便を減らすとか
統合するという案をまずはバス事業所を交えた協議の中でしてはいないという
ところが１点あります。その中でただ道南バスなどは、ある程度時間の重複し
ているような便についてはまとめたいと。それじゃないと費用的な面でも、運
転手不足という観点からも、新しい地域公共交通案が実現できない可能性があ
るというのは言っています。その中で今後の協議の中で、恐らくひょっとした
ら今の在来バスの方の統廃合という意見は出てくる可能性があります。その時
にはまた、それを使っている方たちの利便性に何か影響はないのかというのと
当然、その辺のバスについてはご指摘のとおりうちが赤字補てんしている路線
が含まれると思いますので、費用等を考えながら、或いはその便がなくなると
考えたときにこの第５案で示しているこのバスの時間も少し変えなければなら
ないかもしれないとか、そういうようなことを総合的に考えてその辺は判断し
ていくかたちになろうかと思います。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

そういった意味ではうちの町も予算に例えばシャトルバスが走らなくなって１
１００万円程度のお金が代替しながらそういったものにできるよという、そう
いったことはまたそれはそれで仕方ないかなというふうには思いますけれど
も、これはここにきちんと書いて業者名も書いていますけれども、このバスが
コロナによって山の登山がだめになった時に、コロナ支援金ではその補償はで
きないということの考え方で整理されているということでよろしいですか。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

取り敢えず、地方創生の臨時交付金の中身的には観光バスに関しては事例とし
てちょっと挙げられたものとしては、今現在の営業補償ですとか、休業補てん
といったものは当然原則として一律のものしか、この交付金にも考えられてい
ないというのがまず１点あるのと、あと観光バスの関係については今後、コロ
ナ禍が収まってきた時に密を避けてどのような安全な運行体制がとれるかと、
それに対する費用についての補てんといったメニューがあったんですけど、今
現在の運行についてというメニューがちょっと見当たらなかったので、とりあ
えず手は挙げてはいないところなんですけども、今回この後補正の方にこの案
を提案しますけども、その際その補正が承認いただけた場合はその辺について
細かいスキームを道にも伝えながら財政部局と相談して今一度、財源確保でき
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ないかというのは検討したいと思います。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

ちょっとあの理解できなかったんですけども、あとのは例えばこういう代替バ
スについてはコロナの支援金を使えないかどうかということは補正が終わった
後そういう調整をしてみましょうか、財源が手当てできればこの５００万円の
ものについては、その中に財源として入れようかという話ですよね。今のはそ
うじゃなくて、バスが走れなくなったことに対しての町の補償的なものは何か
したのかということだけ教えていただきたいんですけれども。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

お答えします。この事業所については当然、先ほど申し上げたように経営が著
しくコロナの影響を受けておりますので、今まで町が施行した観光商工課の交
付金を利用した３０万円の申請ですとか、その他の交通機関ですとか、各営業
所に対する国とか道の補助についても手を挙げているというかたちになってお
ります。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

そういったかたちで通学の調査をしたいということなんですけれども、経済対
策その他云々ということにはあまり言及する必要は何もないんですけれども、
ただ私に言わせればこれぐらいの調査、５００万もかけて苫小牧まで人乗せて
実際やってみないと、体験してみないと、調査ができないのかというところが
最大の疑問でありまして、これは何も２２、３人の人方の親御さんにこういう
事業をやるけどどうだということでも対応ができたのかなというふうに思いま
すので、財源的には振替だということがあったとしても、やはり少しこの辺に
ついての予算の調査の仕方も含めて、もうちょっと検討された方がいいかなと
思ってはいるんですけれども、もう補正予算も出ていますからあれですけれど、
ただ町民にとって通学生にとって一番いい、ここにも書いてありましたけれど
も転換バスの路線等にということで、ただこれをやると例えば平取で半年で５
００万、１年間に１０００万かかったものが、１８年で２０億の交付金が全体
路線の中でそんなに経費がでるのか、もちろん何かの補助を貰ったりするんで
しょうけれども、そういう私がよその町村なら平取は転換バスの流れにところ
につながるようなもので、既存のバス路線を使ってどうだということの議論に
なるんじゃないかな。うちの町で１０００千万、１億１０００千万やっても、
２０年で２億円、うちの町で貰って転換バスにできるかというのはやっぱりち
ょっとなかなか現実的には難しいかなと思うんで、やるとしてもいろんな財源
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集めた中で対応していければいいかなと思いますけれども、何とかこういった
経費の無駄遣いではないんですけれども調査のやり方についてもうちょっとき
め細かな調査をやっていただければ大変ありがたかったなというのが私の意見
です。

議長 町長。

町長 今いろいろ高山議員からご指摘等いただいていますけども、繰り返しになるか
もしれませんけどもＪＲ日高線の代替交通について今までなかった鵡川駅との
接続の路線をうちとしても持ちたいというところが一つ始まりになっていると
いうところもございまして、本当に今親御さんが送っているという現状とその
辺、廃止される上でやっぱり平取町としてのメリットをどう獲得するかという
のも一つの重要なところかなと思っておりまして、そういった意味でこの路線
は本当に必要なのかと、使われる路線なのかというようなことを見極めるとい
うところでもこういった調査を是非やりたいと。これ利用していただくのは通
学者だけでは、まあ当面はそうなりますけども、一般の乗客にもちょっと拡大
して色々調査をやってみたいというようなところもございまして、さっき言っ
たＪＲ鵡川駅まで行けば物凄く苫小牧までの速達性が確保されるとか、使って
みると非常に使い易いんだというようなことも実際にやってみていろいろわか
ってくる、利用者もそういうことがわかるとすれば、この路線はやっぱり廃止
後の町内、平取町の路線として必要なんだということを確認といいますか、し
たいというところもあっていろいろ他はどうなんだと聞かれるとここに限定の
調査ですので、なかなか対応できないところもありますけれども、誰がやるん
だとか、今後、今５案というようなことも出ましたけども、私ども町長会議の
中でも本当に今のＪＲの代替を全部入れて今の既存の路線バスと重ね合わせる
と本当にいらいない路線が出てくるんですよね。だから何が何でも代替を全て
走らせろみたいな議論にはこれから絶対なっていかないというふうに思ってい
まして、そこをやっぱり２０億という、１８年間２０億という経費をいかにう
まく使うかというような議論がこれからまた本格的になるんだろうなというふ
うに思っていまして、是非アンケートもいろんな場面、場面で内容も変えなが
らできればと。また一般の方にもできればアンケートをしていきたいというふ
うに思っております。経済対策という側面では本当に固有名称は言えませんけ
ども、私も４月から８月までのその営業の成績を見させていただきましたけれ
ども、通常、私ども独自でやった３０万円の交付金の業者さんの落ち込み方を
見ますと大体平均で３０％ぐらいの落ち込みなんですけども、ここは言ってい
いと思いますけども、８０％以上落ち込んでいるというような実態もございま
して、８月はもっとひどい状況になっているということもあって、そういうと
ころをやっぱりこういう状況の中で、町としても何らかの対応をしていかなく
てはいけないというようなことも、こういった事業とちょうど重なったという
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ようなこともあって、そういった意味では経済対策という部分もあるかなと思
いますので、いろいろと今後やり方を変えながらアンケートの手法もいろいろ
考えながら対応したいと思っておりますので是非ご理解を頂ければと思ってお
ります。以上です。

議長 休憩いたします。

   （休 憩  午後 ２時２０分）
   （再 開  午後 ２時３０分）

議長 それでは再開いたします。次に四戸議員を指名いたします。３番四戸議員。

３番
四戸議員

３番四戸です。私が今日の最後の質問者となりました。皆さんお疲れだと思い
ますので簡潔に質問したいと思います。またこの質疑については前回も質疑し
ておりますので重なる部分はあると思いますので、議長よろしくお願いいたし
ます。それでは今日の本当に質問については令和元年の６月の定例会の議会に
おいて質問いたしました。その時、町長は副町長で、副町長からも答弁はいた
だいております。が、新町長になりましたのでその考え方も含めてお聞きした
いと思いますのでよろしくお願いいたします。これから５年、１０年先の町の
安定的な町財政の健全化を思い質問いたします。古くなった町の施設が先送り
され、この５年間の間に温泉の施設、または町立病院、また学校関係等の改築
が行われてきました。これが今、これが全てではございませんが町財政の起債
の大きな要因となっていると思います。平成３０年９月６日に皆さんも経験し
たと思いますが、胆振東部地区において私たちも今まで経験のない大きな地震
があってから２年が過ぎました。前回も質問しましたが役場の庁舎におきまし
ても地震による被害がございました。私は質問で役場庁舎の安全性について伺
いました。現在は出世されまして佐藤副町長ですが、その当時の佐藤総務課長
の答弁の中は大きな亀裂は発見されましたが耐震の診断等は行っていない、庁
舎の安全性については安全な建物ではないとの答弁をいただきました。また新
町長は所信表明の中では住みやすくて安心できる町づくりを目指すと表明され
ておりますが、この役場の庁舎、職員が安心して働ける場所であるかどうか再
度、その考え方について伺います。

議長 町長。

町長 お答え申し上げます。今、安心して働ける場所であるかというご質問ございま
して、前回も四戸議員から同じような質問いただいた時、総務課長なり私が答
えたところでございますけれども、ご存じのとおり昭和４０年築の建物という
ことでございまして、築５５年が経過しようとしているというところです。建
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物の法定の対応年数を調べてみましたら鉄筋コンクリート事務所で５０年とい
うようなことで、これは税法上の定めてございまして、一般的には６５年以上
ＲＣであれば持つと言いますか、ではないかというような見解も出てございま
す。昭和４０年に建築ですので昭和５５年９月の新耐震基準には当然、合致し
ていないというようなことは明らかでありますので、大きな地震を想定した場
合、本当に安心して働ける場所なのかと問われると胸を張って大丈夫ですとい
う場所ではないということをお答え申し上げたいと思います。

議長 ３番四戸議員。

３番
四戸議員

今、新町長からも安心な場所ではない。この自然災害は地震ばかりではないな
いんですけども、いつ起きるか想定はできません。その中で自然災害を防ぐと
いうことは本当に大変なことだと思います。でも先ほども申し上げましたが、
この役場の庁舎も相当古くなって、要するに鉄筋の中がどうなっているかちょ
っとわかりませんが亀裂が何カ所も走っていて、やはり大きな地震が来たらい
つ潰れるか、そういうことも想定はしないといけないと思います。１番あれし
ているのはその中で働いている職員もいるということです。職員も平取の町民
の１人でございます。その辺を考えてやはりもっと真剣に考えるべきだと私は
思っております。その辺についてもっと真剣な答弁をお願いします。

議長 町長。

町長 真剣に答えたつもりなんですけども誠実さが足りなかったでしょうか。もちろ
ん働いていただいている職員、それから議会等でお集りの皆さんについても、
本当にこの１００％安心ではない安全ではないという庁舎の中で仕事をしてい
ただくというのは、本当に直ぐにでも対応を考えなくてはならないということ
は私も常々感じているところでございますけれども、いろいろ財政的な事情と
かやっぱり公共施設も一気にできるものではなくて、ある和程度の優先順位等
を勘案しながら実施していかざるを得ないとのこともございますので、いつも
回答は同じになると思いますけども、役場庁舎もやはり耐震というところでの
建替えが必要だということと、やっぱり住民サービスを図る上で今のふれあい
センターとのいろいろな兼ね合いで、どうしてもサービスに町民からの使いづ
らさがでてしまうとか、そういった声も聞くことも多いというようなこともあ
って、やっぱりそういった事情の中で移転すべきようなことも考えるべきかな
というふうに思っていますので、本当にあとは財源の問題だと思いますので、
これからの中期的な財政見通しを立てながら、なかなか役場建てる上で補助金
とか特定財源というのがないというのが実態でございまして、ただいろいろ情
報を収集して何とか補助金を充当できるようなことも、私たちも一生懸命努力
しながら早いうちに建替えるようなことで、今、後期５カ年の計画のヒアリン
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グをやっていますけども、この役場を含めた大型公共施設の建替えについてス
ケジュールを示すというようなことをお約束させて頂ければと思っておりま
す。

議長 よろしいですか。３番四戸議員。

３番
四戸議員

今、町長２点目の質疑の答弁が先に出てきたのだけども、それでそれもちょっ
と重なると思いますけども、庁舎の改築の方向性についてでございます。それ
について今、町長は新築の方向と考えていたのかどうか。前の川上町政のとき
に、答弁の中では６次総合計画の後期５年の中で具体的に補助金の関係、それ
から良質な起債を確保できるのか財政シミュレーションにおいて十分検討しま
すという前川上町長の答弁でございました。また遠藤新町長は午前の所信表明
の中で、将来に向けた安定的な財政運営を目指す考え方を一部表明されていま
す。その中で役場庁舎や消防庁舎、その他改築を迫られている施設等について
利便性や経済性なども考え改築の整備の方針とスケジュールを明らかにします
と表明されております。この改築の整備の方針がいつ頃までに明らかになるの
か、今は６次総合計画の要するに後半の中で検討されているとは思いますけど
も、今先ほども言いましたように財政が大変な中で本当に役場を新しくするの
か、それともこれから今の人口減少している中で、ひとつに、例えばふれあい
センターに私はまとめた方がいいという考え方持っております。だから財政の
ことを考えるのであればそういう方向性なのか、その辺きちんとどうするのか
答弁をいただきたいと思います。

議長 町長。

町長 今ご質問いただいた内容は全くそのとおりでございまして、より具体的な何年
に例えば設計をやって、何年に始まるよというようなことは現時点ではちょっ
とお答えできかねるというようなところですけれども、スケジュールとしてき
っちりこの５カ年の中に、いついつまでというようなことでのスケジュール感
は示したいと。この５年のうちにやりたいというふうにはお約束したいと思っ
ていまして当然、今議員質問されたとおり、より経済的な方法でやっぱり建て
ざるを得ないというようなことになろうかと思いますので、今のふれあいセン
ターをそのまま使って例えば全て移築できるのかとか、いくらかプラスした建
物を併設しながらうまくできるのかとか、そういった方向も含めて、スケジュ
ール感と合わせてお示ししたいというふうに思っております。

議長 よろしいですか。
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３番
四戸議員

はい。

議長 以上で通告のありました議員からの質問はすべて終了いたしましたので、日程
第６、一般質問をこれで終了いたします。
続きまして日程第７、報告第３号、
日程第８、報告第４号、以上の２件を一括して議題といたします。常任委員会
委員長から審査報告についてはお手元の議案のとおりであります。これから質
疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。日程第７、報告第３号について採決を行います。本件に
対する委員長の報告は採択です。委員長の報告どおり採択とすることに賛成の
方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第７、報告第３号については報告どおり採択と決定
しました。日程第８、報告第４号について採決を行います。本件に対する委員
長の報告は採択です。委員長の報告どおり採択とすることに賛成の方は挙手願
います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第８、報告第４号については報告どおり採択と決定
しました。以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれで散会いた
します。ご苦労様でございました。

（閉 会 午後２時４５分）


